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特集

2023年4月7日、企業会計審議会は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査

の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂

について（意見書）」を公表しました。改訂の背景として、国際的な内部統制の枠

組み等の変更が反映されてこなかったことや、日本の内部統制報告制度（以下、

J-SOX）の実効性に関する懸念が指摘されていること等があります。改訂は「内部

統制の基本的枠組み」と「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」の双方にお

いて行われています。改訂後の基準および実施基準は、2024年4月1日以後開始

する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価および監査から適用されま

す（3月決算会社であれば2025年3月期、12月決算会社であれば2025年12月期）。

いまや具体的な検討が必要な時期にあると考えます。

本特集の論考では、企業のJ-SOX実務担当者の立場で具体的に何をすればよい

かを考察していきます。

最初の論考では、何がどのように改訂されたのかについて整理し解説します。

2つ目の論考では、改訂の内容を踏まえつつ、改訂に対する対応や確認時のポイ

ントについて例を示しながら解説します。

最後に3つ目の論考では、「不正リスクへの対応」と「評価範囲の決定に関する対

応」の2つにテーマを絞り、不正リスクに対する全社的な内部統制の評価項目にお

ける確認時の観点および評価範囲の決定に関する対応のポイントについて具体的

に解説します。

実務担当者の立場から見る
J-SOX基準等改訂への対応



特集：実務担当者の立場から見るJ-SOX基準等改訂への対応

6 PwC’s View-Vol. 47 | November 2023

はじめに
日本に内部統制報告制度（以下、J-SOX※1）が2008年4月1

日に導入されてから、15 年余りが経過しました。その間に米
国トレッドウェイ委員会支援組織委員会（以下、COSO※2）の
内部統制の基本的枠組みに関する報告書（以下、COSO 報告
書）改訂※3 やコーポレートガバナンス・コードの導入等、さま
ざまな環境の変化があったものの、それらに伴う財務報告に
係る内部統制の評価及び監査の基準（以下、基準）と、財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準（以下、
実施基準）の改訂は行われてきませんでした。

2023 年 4 月7日に企業会計審議会より「財務報告に係る内
部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」
が公表されました。本稿では、この改訂の経緯や意図につい
て改めて整理し、企業のJ-SOX実務担当者の立場で具体的に
何をすればよいかを考察していきます。なお、文中の意見に
係る記載は筆者の私見であり、PwCあらた有限責任監査法人
および所属部門の正式見解ではないことをお断りします。

※1	 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度のことで、財務報告に係る内部統制を経
営者自ら評価し、結果を開示することが求められる。米国のSOX法にちなんで日本
版SOX（J-SOX）と呼ばれる。

※2	 The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission
※3	 2013年5月、米国のCOSOの内部統制の基本的枠組みに関する報告書が、経済社会

の構造変化やリスクの複雑化に伴う内部統制上の課題に対処するために改訂された。

1 改訂の背景

今回の改訂の背景は大きく2つあります。
1つ目が、COSO報告書の改訂やコーポレートガバナンス・

コード導入等の国際的な内部統制の枠組みが変更されたもの
の、それに伴う基準・実施基準等の変更は行われていなかっ
た点です。
2つ目が、経営者による内部統制の評価範囲外で開示すべ

き重要な不備が明らかになる事例や、内部統制の有効性の評
価が訂正される際に十分な理由の開示がない事例が一定程
度見受けられており、J-SOXの実効性に関する懸念が指摘さ
れていた点です。

2 主な改訂点

主な改訂点を、「内部統制の基本的枠組み」と「財務報告
に係る内部統制の評価及び報告」に分けて説明します。
まず、図表 1に「内部統制の基本的枠組み」に関する主な
改訂点を示します。
①「報告の信頼性」について、J-SOXはあくまで「財務報

告の信頼性」の確保が目的とあることから、直近での改訂へ
の対応は不要と考えられます。しかし、改訂では非財務情報
の開示に関するJ-SOXでの取り扱いは、中長期的な課題とさ
れました。そのため、ESGやサステナビリティに関する開示
の信頼性確保のための内部統制に関して、中長期的には検
討を行う余地がある点について留意が必要です。
②「内部統制の基本的要素」については、「リスクの評価

と対応」「情報と伝達」「ITへの対応」の3つに対して改訂さ
れています。それぞれ「不正に関するリスクの考慮」「大量の
データを扱う状況でのシステムの有効性」「クラウドやリモー
トアクセスの技術の活用に伴うサイバーセキュリティへの対

J-SOX基準等改訂ポイントの解説

PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー　白髭 英一

PwCあらた有限責任監査法人
シニアアソシエイト　平井 雄二
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応」等に関する重要性が記載されました。
③「経営者による内部統制の無効化」については、経営者

による内部統制の無効化への対応について記載されていま
す。適切な経営理念の設計や、職務分掌、取締役会による
監督、内部監査人による取締役会および監査役等への報告
経路を設けること等、経営者による内部統制の無効化への対
策が示されています。
④「内部統制に関係を有する者の役割と責任」については、
経営者による内部統制の無効化を取締役会や監査役等の立
場でも留意すること等が記載されました。
⑤「内部統制とガバナンス及び全組織的なリスク管理」に

おける、ガバナンス、全組織的なリスク管理、内部統制の関
係性を図表 2に示します。図表 2には、内部統制は全組織的
なリスク管理（ERM）に不可欠な一部分であり、全組織的な
リスク管理はガバナンスの一部分であるという関係性が示さ
れています。
今回の改訂において、ガバナンスと全組織的なリスク管理、

そして内部統制の関係性を改めて示すとともに、それらの体
制整備の考え方として3線モデルが例示されました。3線モ
デルにおいては、第1線を業務部門内での日常的モニタリン
グを通じたリスク管理、第2線をリスク管理部門等による部
門横断的なリスク管理、そして第3線を内部監査部門による
独立的評価として、組織内の権限と責任を明確化しつつ、こ
れらの機能を取締役会または監査役等による監督・監視と適

切に連携させることが重要であるとされています。
次に、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に関す

る主な改訂点を図表3に示します。
①「経営者による内部統制の評価範囲の決定」について、

評価範囲外の事業または業務プロセスにおいて開示すべき重
要な不備が識別された場合には、当該事業拠点または業務
プロセスについて、当該開示すべき重要な不備が識別された
時点を含む会計期間の評価範囲に含めることが適切であると
記載されました。また、評価範囲の決定にあたり、例示され
ている「売上高等のおおむね3分の2」や「売上、売掛金及び

図表1：「内部統制の基本的枠組み」の主な改訂点

No 改訂点 内容

① 報告の信頼性

●   サステナビリティ等の非財務情報に係る開示の進展やCOSO報告書の改訂を踏まえ、内部統制の目的の1つである
「財務報告の信頼性」が「報告の信頼性」となった

●   報告の信頼性は、組織内及び組織の外部への報告（非財務情報を含む）の信頼性を確保することをいうと定義
するとともに、「報告の信頼性」には「財務報告の信頼性」が含まれ、金融商品取引法上の内部統制報告制度は、
あくまで「財務報告の信頼性」の確保が目的であることが強調されている

② 内部統制の基本的要素

●    「リスクの評価と対応」においては、COSO報告書の改訂を踏まえ、リスクを評価するに際して不正に関するリスクに
ついて考慮することの重要性や考慮すべき事項が明示された

●    「情報と伝達」については、大量の情報を扱う状況等において、情報の信頼性の確保におけるシステムが有効に機
能することの重要性が記載された

●    「ITへの対応」では、ITの委託業務に係る統制の重要性が増していること、サイバーリスクの高まり等を踏まえた情
報システムに係るセキュリティの確保が重要であることが記載された

③ 経営者による内部統制の無効化
●   内部統制を無視又は無効ならしめる行為に対する、組織内の全社的又は業務プロセスにおける適切な内部統制の

例が示された
●   当該行為が経営者以外の業務プロセスの責任者によってなされる可能性もあることが示された

④
内部統制に関係を有する者の役割と
責任

●   監査役等に関しては、内部監査人や監査人等との連携、能動的な情報入手の重要性等が記載された
●   内部監査人に関しては、熟達した専門的能力と専門職としての正当な注意をもって職責を全うすること、取締役会

及び監査役等への報告経路も確保すること等の重要性が記載された

⑤
内部統制とガバナンス及び全組織的
なリスク管理

●   内部統制とガバナンス及び全組織的なリスク管理は一体的に整備及び運用されることの重要性が明らかにされ、
これらの体制整備の考え方として、3線モデル等が例示された

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をも
とにPwC作成

図表2：ガバナンス・全組織的なリスク管理・内部統制の関係性

内部統制

ERM

ガバナンス

出所：企業会計審議会第22回内部統制部会「事務局資料（内部統制報告制度について）」
（2023年10月13日）をもとにPwC作成
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棚卸資産の3勘定」を機械的に適用すべきでない旨が記載さ
れました。加えて、評価範囲の決定前後で当該範囲を決定し
た方法およびその根拠について、必要に応じて、監査人との
協議を行っておくことが適切と明示されました。
②「ITを利用した内部統制の評価」について、評価頻度に
特定の年数を機械的に適用するのではなく、IT環境の変化を
踏まえて評価するように明確化されました。
③「財務報告に係る内部統制の報告」について、内部統制

報告書に記載されるべき事項が明示されました。追加して明
示された事項を図表 4にまとめます。最も重要なポイントは
「評価の範囲、評価時点及び評価手続き」における、「決定の
判断事由等」を記載することが適切であるとされたことです。
現状、多くの企業では重要な事業拠点の選定において使用し
た指標とその一定割合や選定した勘定科目を内部統制報告

書に記載している場合が多いと考えられますが、企業ごとの
環境を加味した判断理由の記載まで行われていない場合もあ
るかと思われます。その場合は根拠の記載が求められる可能
性があります。また、前年度に開示すべき重要な不備の報告
をした場合は、その是正状況についても報告が求められます。

3 適用時期

基準および実施基準は、2024年4月1日以後に開始する事
業年度における財務報告に係る内部統制の評価および監査
から適用されます（3月決算会社であれば2025年3月期、12
月決算会社であれば2025年12月期）。
適用時期を考えると、改訂された「内部統制の基本的枠

図表3：「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」の主な改訂点

No 改訂点 内容

①
経営者による内部統制の評価範囲
の決定

●   経営者が内部統制の評価範囲を決定するに当たって、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮すべき
ことを改めて強調するため、評価範囲の検討における留意点が明確化された

●   具体的には、評価対象とする重要な事業拠点や業務プロセスを選定する指標について、例示されている「売上高等
のおおむね3分の2」や「売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定」を機械的に適用すべきでないことが記載された

●   評価範囲に含まれない期間の長さを適切に考慮するとともに、開示すべき重要な不備が識別された場合には、当該
開示すべき重要な不備が識別された時点を含む会計期間の評価範囲に含めることが適切であることが明確化された

●   評価対象に追加すべき業務プロセスについては、検討に当たって留意すべき業務プロセスの例示等が追加された
●   評価範囲に関する監査人との協議について、評価範囲の決定は経営者が行うものであるが、監査人による指導的機

能の発揮の一環として、当該協議を、内部統制の評価の計画段階及び状況の変化等があった場合において、必要に
応じ、実施することが適切であることが明確化された。なお、上記の「売上高等のおおむね3分の2」や「売上、売掛
金及び棚卸資産の3勘定」について、それらを機械的に適用せず、評価範囲の選定に当たって財務報告に対する影響
の重要性を適切に勘案することを促すよう、基準及び実施基準における段階的な削除を含む取り扱いに関して、今後、
企業会計審議会で検討を行うこととされている

② ITを利用した内部統制の評価
●   ITを利用した内部統制の評価について留意すべき事項が記載された
●   評価に関して、一定の頻度で実施することについては、経営者は、IT環境の変化を踏まえて慎重に判断し、必要に応

じて監査人と協議して行うべきであり、特定の年数を機械的に適用すべきものではないことが明確化された

③ 財務報告に係る内部統制の報告

●   内部統制報告書において記載すべき事項が明示された
●   経営者による内部統制の評価の範囲について、重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合等の決

定の判断事由等について記載することが適切であるとされた
●   前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合における当該開示すべき重要な不備に対する是正状況が付記事項に

記載すべき項目として追加された

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をもと
にPwC作成

図表4：明示された内部統制報告書に記載されるべき事項

No 改訂点 内容

①
評価の範囲、評価時点及び評価手
続き

以下の事項について、決定の判断事由を含めて記載することが適切である
●   重要な事業拠点の選定において利用した指標とその一定割合
●   評価対象とする業務プロセスの識別において企業の事業目的に大きく関わるものとして選定した勘定科目
●   個別に評価対象に追加した事業拠点及び業務プロセス

② 付記事項 前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をも
とにPwC作成
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組み」「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に対して、
どのように対応すべきか検討をする時期にあると思われま
す。次の論考「改訂J-SOXへの対応ポイントの解説」では各
種テーマに対する対応のポイントについて解説します。

白髭 英一（しらひげ えいいち）

PwCあらた有限責任監査法人　ガバナンス・リスク・コンプライアンス・
アドバイザリー部
シニアマネージャー
PwCあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所後、主とし
て製造業の国内上場会社および海外会社の日本子会社等の財務諸表監
査、内部統制監査および会計アドバイザリー業務に従事。現在は、ガバ
ナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部に所属し、主として
内部統制報告制度における経営者評価支援、ガバナンス・コンプライア
ンス体制の構築や評価支援業務、内部監査支援業務に従事している。
メールアドレス：eiichi.shirahige@pwc.com

平井 雄二（ひらい ゆうじ）

PwCあらた有限責任監査法人　ガバナンス・リスク・コンプライアンス・
アドバイザリー部
シニアアソシエイト　米国公認会計士
事業会社の内部監査室でJ-SOX業務を担当し、全社的な内部統制、業務
プロセス、決算・財務報告プロセス、IT業務処理統制等を幅広く経験。
PwCあらた有限責任監査法人入所後は主として内部監査支援業務、内
部統制評価支援業務、金融規制アドバイザリー業務に従事している。
メールアドレス：yuji.hirai@pwc.com
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はじめに
前論考「J-SOX 基準等改訂ポイントの解説」では、改訂ポ

イントの内容について解説しましたが、本稿では J-SOX 改訂
への対応ポイントについて見ていきます。対応ポイントを大
きく以下の4つに分類し、以降詳しく解説します。

● 不正リスクへの対応
● ITに関する対応 
● 経営者による内部統制の無効化への対応
● 評価範囲の決定に関する対応

なお、文中の意見に係る記載は筆者の私見であり、PwCあ
らた有限責任監査法人および所属部門の正式見解ではないこ
とをお断りします。

1 不正リスクへの対応

今回の改訂では、2013年のCOSO報告書の改訂内容の1
つである「不正に関するリスクへの対応の強調」が反映され
ました。リスクの評価において、さまざまな不正および違法
行為の結果発生し得る不適切な報告、資産の流用および汚
職について検討が必要であるとされています。その際には、
不正に関する「動機とプレッシャー」「機会」「姿勢と正当化」
について考慮することが重要であり、また、リスクの変化に
応じてリスクを再評価し、リスクへの対応を随時に見直すこ
とが重要であるとされています。
この「動機とプレッシャー」「機会」「姿勢と正当化」の3つ
は不正のトライアングルを構成する要因であり、不正のトラ
イアングルとは、3つの要因が揃ったときに不正が発生する
という理論です（図表1）。

図表1：不正のトライアングル

要因 説明・例

動機と 
プレッシャー

●   人には言えない金銭的な問題がある
●   達成できない（と思われる）高い目標がある等

機会 ●   不正を働くことが現実的に可能である環境（不正を行っ
ても見つかりにくい状況）
  例えば、現金の保管、帳簿への記帳、現金と帳簿の照
合作業を上長の承認なく1人で行える等、現実的に横
領ができてしまう環境

姿勢と正当化 ●   あとで穴埋め（返済）すれば問題はないはず
●   発覚しても大した処分は受けない
●   自分だけではなくみんな行っている

出所：ドナルド・クレッシーの「不正のトライアングル」理論をもとにPwC作成

また、日本公認会計士協会は2023年8月4日に「財務報
告内部統制監査基準報告書第1号『財務報告に係る内部統
制の監査』の改正」を公表しており、不正リスクに関する評
価が適時的に見直され、全社的な内部統制や業務プロセス、

改訂J-SOXへの対応ポイントの解説

PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー　白髭 英一

PwCあらた有限責任監査法人
シニアアソシエイト　平井 雄二
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決算・財務報告プロセスにおいて適切に考慮されているかに
ついて、監査手続きにおいて留意するよう求めています※1。
上記を踏まえると、今回の改訂を機に、不正のトライアン

グルの観点から、自社の財務報告に係る不正リスクと関連す
る統制について再確認してみることが有用です。そのために、
不正リスク要因や、それに基づく不正リスク／不正リスクへ
の対応の確認ポイントを関連する部門等に共有し、財務報告
に係る不正に関するリスクや統制についてセルフチェックを
行うといった対策が考えられます。その際の具体的な確認ポ
イントの例を図表2に示します。
また、不正のトライアングルの観点からの不正リスク要因
について、日本公認会計士協会が例示している監査基準報
告書240「財務諸表監査における不正」の付録1「不正リス
ク要因の例示」も参考になります。

2 ITに関する対応

今回の改訂では、ITに関して「内部統制の基本的枠組み」
および「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に記載が
ありました。その背景としては、ITが最も変化が激しく適宜
かつ適切なリスク評価と対応が必要なためと考えられます。
改訂の内容と対応ポイントの例を図表3に示します。
ITの委託業務に係る統制の重要性や情報システムに係る

セキュリティの確保の重要性が改めて示されたため、IT部門

※1	「財務報告内部統制監査基準報告書第1号『財務報告に係る内部統制の監査』の改正」
（公開草案）のⅣ節「財務諸表監査と内部統制監査との関係」の「6.	内部統制監査に
おける監査手続と財務諸表監査における内部統制に対する監査手続の関係」を参照。

と連携し、これらに対する自社の内部統制の状況を再確認す
ることが有用です。
また、IT部門が新規で外部委託を検討する際には、受託会
社の内部統制に係る保証報告書の有無等、委託先の統制状
況等が確認できるかをあらかじめ検討するために、IT部門と
事前に連携することも重要であると考えます。
ITに関しては今後も状況の変化が大きいと考えられること

から、J-SOX実務担当者の立場からは、ITの導入状況や変化
等を捉えて評価を随時アップデートしていくことが肝要です。

3 経営者による内部統制の無効化への対応

これまでの基準では、経営者による内部統制の無効化は
「内部統制の限界」として言及があったものの、経営者によ
る無効化に対する責任の所在の記載はなく、対策に関する記
載も多くありませんでした。
今回の改訂では、取締役会や監査役等は、経営者が不当

な目的のために内部統制を無視または無効ならしめる場合が
あることに留意する必要があると明記されています。
加えて、適切な経営理念等に基づく社内の制度の設計・

運用、適切な職務の分掌、組織全体を含めた経営者の内部
統制の整備および運用に対する取締役会による監督、監査
役等による監査および内部監査人による取締役会および監
査役等への直接的な報告に係る体制等の整備および運用も、
経営者による内部統制の無視または無効化への対策となる
という記載があります。
また、改正された財務報告内部統制監査基準報告書第1

図表2：不正リスクの考慮と対応に関する確認ポイントの例

No 不正リスク要因 確認項目 確認ポイント

① 姿勢と正当化 経営者メッセージ
●   不正に関する経営者メッセージがあるか（倫理観等）
●   そのメッセージは従業員に周知されているか

② 姿勢と正当化 規程類の整備・運用状況
●   就業規則や懲戒規程類の整備・運用状況
●   懲戒処分が規程に基づいて検討され、実施されているか

③ 姿勢と正当化 内部通報制度
●   内部通報制度を従業員に使用してもらうための取り組み（秘密保持や報復に対する保護

の徹底を周知する等）

④ 動機とプレッシャー 人事評価制度
●   公平で適切な人事評価制度が整っているか
●   その人事評価制度は適切に運用されているか

⑤
機会
姿勢と正当化

リスク管理部門やコンプライアンス部門
の取り組み

●   第2線のリスク管理部門やコンプライアンス部門の不正リスクに関する取り組み内容
●   その他別途取り組んでいるプロジェクトチーム等があれば同様に確認
●   コンプライアンス関連の研修実施状況

⑥ 機会 流用が発生しやすい資産に対する統制 ●   現金などの不正の起きやすい資産関係のリスクとそのリスクへの対応状況

⑦ 機会 売上計上プロセスにおける内部統制 ●   売上計上に関する発生し得る不正リスクとそのリスクへの対応状況

⑧ 機会 人事ローテーション ●   得意先との共謀を防ぐために定期的な担当替え等のローテーションが行われているか

出所：	PwC作成

※1	「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」
（公開草案）のⅣ節「財務諸表監査と内部統制監査との関係」の「6.	内部統制監査に
おける監査手続と財務諸表監査における内部統制に対する監査手続の関係」を参照。
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号「財務報告に係る内部統制の監査」でも、不正リスク同様
に経営者による内部統制の無効化のリスクについて、評価が
適時的に見直され、全社的な内部統制や業務プロセス、決
算・財務報告プロセスにおいて適切に考慮されているかどう
か、監査手続きにおいて留意すべきと記載されています。
上記を踏まえると、今回の改訂において示された、経営者

による内部統制の無視または無効化への対策等の観点から、
自社における経営者による内部統制の無効化のリスクとその
リスクへの対応状況を再確認することが有用であると考えら
れます。確認ポイントの例を図表4に示します。

4 評価範囲の決定に関する対応

内部統制の評価範囲の決定に関する改訂の背景としては、
経営者が評価範囲の検討に当たって財務報告の信頼性に及
ぼす影響の重要性を適切に考慮していないのではないか等の
懸念が指摘されていた点が大きいと考えられます。改訂点に
ついては前論考の図表 3、図表 4（ともに8ページ）を参照し
てください。
改訂のポイントを踏まえ、J-SOX実務担当者の立場での対
応ポイントの例を図表5に示します。

図表3：ITに関する対応における対応ポイントの例

No 改訂点

改訂の分類

改訂内容 対応ポイント内部統制の 
基本的枠組み

財務報告に係る内部 
統制の評価及び報告

①
内部統制の基本的要素

「情報と伝達」
〇 －

大量の情報を扱う状況等において、情報の
信頼性の確保におけるシステムが有効に機
能することの重要性を記載

●   引き続きIT部門と連携し、IT統制の整
備・運用、評価、改善のサイクルを回
していく

②
内部統制の基本的要素

「ITへの対応」
〇 －

ITの委託業務に係る統制の重要性が増して
いること、サイバーリスクの高まり等を踏ま
えた情報システムに係るセキュリティの確保
が重要であることを記載

●   財務報告に係る内部統制の重要な業
務に関するITの開発・運用・保守に
関する外部委託に関して、IT部門と連
携し、新規で外部委託を検討する際に
は、委託先の統制状況を確認

●   IT部門と連携し、サイバーリスク対応
について適時アップデート

③
ITを利用した内部統制
の評価

－ 〇

ITを利用した内部統制の評価について留意
すべき事項を記載。この評価に関して、一
定の頻度で実施することについては、経営
者は、IT環境の変化を踏まえて慎重に判断
し、必要に応じて監査人と協議して行うべき
であり、特定の年数を機械的に適用すべき
ものではないことを明確化

●   ITに係る全般統制の項目について、前
年度の運用状況の評価結果を利用し
ている場合であっても、IT環境の変化
を踏まえて慎重に判断し、必要に応じ
て監査人と協議を検討

●   ITに係る業務処理統制についても適
切に評価されているかどうかを確認

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をも
とにPwC作成

図表4：経営者による内部統制の無効化リスクへの対応に関する確認ポイントの例

No 確認項目 確認ポイント

① 適切な経営理念等に基づく社内の制度の設計・運用
●   経営理念等に基づいて社内制度が設計されているか
●   設計された社内制度が実際に広く認知され活用されているか

② 適切な職務の分掌 ●   適切な職務の分掌が設計・運用され、適切かつ相互に監視できる体制が整っているか

③ 取締役会および監査役等の役割
●   規程等に経営者の監督・監査の役割等が明記されているか
●   経営者の内部統制の整備および運用に対する取締役会による監督、監査役等による監査の状況

④ 内部監査人から取締役会、監査役等への報告経路
●   内部監査人から取締役会、監査役等への報告経路の有無
●   実際のコミュニケーションの状況
●   経営者による内部統制の無効化のリスク検討の有無

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をも
とにPwC作成
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図表5：評価範囲の決定に関する対応における対応ポイントの例

No プロセス 対応ポイント

① 重要な事業拠点を選定する際の指標の決定
●   従来の拠点判定時に使用していた指標について見直しの要否検討
●   基準に記載されている例を機械的に適用していれば、自社の状況に合わせた指標を検討

② 重要な事業拠点の決定
●   指標を使った拠点判定の際の割合について見直しの要否検討
●   連結ベースの売上高等の一定割合（おおむね3分の2程度）等の基準の例を参考にしつつ、自社の状

況に合わせた一定割合を検討

③ 「企業の事業目的に大きく係る勘定科目」の決定
●   「企業の事業目的に大きく係る勘定科目」の見直しの要否検討
●   一般的な事業会社の場合、原則として、「売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定」が考えられると基準

に記載されているが、自社の状況に合わせた検討が必要

④ 評価対象とする業務プロセスの識別
●   ③に変更がある場合は、評価対象とする業務プロセスも変更
●   不正リスクや経営者による内部統制の無効化リスクについても考慮

⑤
評価対象外としてきた事業拠点／業務プロセスの
検討

●   長期間にわたり評価範囲外となっていた拠点や業務プロセス等の検討
●   必要に応じて、評価範囲とする等の対応

⑥ 個別に評価対象に追加する業務プロセスの検討

●   ①～⑤までに該当しない業務プロセスについて財務報告への影響を勘案して、個別に評価対象への
追加を再検討

●   新たに例示された、以下の「リスクが発生又は変化する可能性がある状況」に該当するケースはあるか、
ある場合には、その中に重要な虚偽記載が発生する可能性が高い業務プロセスが存在するかを検討
●   規制環境や経営環境の変化による競争力の変化
●   新規雇用者
●   情報システムの重要な変更
●   事業の大幅で急速な拡大
●   生産プロセス及び情報システムへの新技術の導入
●   新たなビジネスモデルや新規事業の採用又は新製品の販売開始
●   リストラクチャリング
●   海外事業の拡大又は買収
●   新しい会計基準の適用や会計基準の改訂

⑦ その他
●   評価範囲の決定方法やその根拠の文書化
●   内部統制報告書への記載方法の検討
●   必要に応じて、監査人と評価範囲の決定方法およびその根拠について協議

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をも
とにPwC作成

※執筆者プロフィールは9ページを参照
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はじめに
前論考「改訂 J-SOX への対応ポイントの解説」では、対応

ポイントを中心に説明しましたが、ここからは「不正リスクへ
の対応」と「評価範囲の決定に関する対応」について、評価
手続の実施時や評価範囲の決定時のより具体的な観点につい
て解説します。なお、文中の意見に係る記載は筆者の私見で
あり、PwCあらた有限責任監査法人および所属部門の正式見
解ではないことをお断りします。

1 不正リスクへの対応の観点

「不正リスクへの対応」について評価手続きの実施時にお
けるより具体的な観点を解説しますが、前論考で述べた確認
ポイントと重なる部分もあります。「不正リスクの考慮と対応
に関する確認ポイントの例」については、前論考の図表2（11
ページ）を参照してください。
全社的な内部統制や業務プロセスに係る内部統制の評価

手続きにおいて、どのようにして不正リスクを考慮していく
のがよいでしょうか。全社的な内部統制と業務プロセスのそ
れぞれについて、不正リスクの考慮例を説明します。
全社的な内部統制の評価のために、「財務報告に係る内部
統制の評価及び監査の実施基準」に例示されている全社的な
内部統制に係る42の評価項目※1をベースにしたチェックリ
ストを用いている企業が多いかと思いますが、このチェック
リストを見直し、不正リスク対応の観点を含めることが有効
だと考えられます。長年チェックリストの内容は変わってい
ないという企業にとっては、硬直化したチェックリストを見
直す良いきっかけになるかもしれません。図表 1に不正リス
クに対する全社的な内部統制の評価項目と確認時の観点例
を示します。
次に、業務プロセスに係る内部統制の評価時の不正リスク
対応の観点例を紹介します。全社的な内部統制の評価では、
「動機とプレッシャー」「姿勢と正当化」の観点が中心でした
が、業務プロセスに係る内部統制の評価においては、業務プ
ロセスに係る内部統制が、不正の「機会」を排除できている
かどうかという観点が重要です。請求業務を行う従業員と入
金の照合作業を行う従業員が分かれているか、売上計上を
行う従業員と承認者が分かれているか等、1人で業務が完結

※1	 企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」の「参考1		
財務報告に係る全社的な内部統制に関する評価項目の例」（96〜98ページ）を参照。

「不正リスクへの対応」、「評価範囲の
決定に関する対応」の具体的な観点

PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー　白髭 英一

PwCあらた有限責任監査法人
シニアアソシエイト　平井 雄二

※1	 企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」の「参考1		
財務報告に係る全社的な内部統制に関する評価項目の例」（96〜98ページ）を参照。
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図表1：不正リスクに対する全社的な内部統制の評価項目と確認時の観点例

内部統制の
基本的要素

No 評価項目
不正のトライアングル

確認時の観点動機と
プレッシャー 機会 姿勢と

正当化

統制環境

①

適切な経営理念や倫理規程に基づき、社内の制
度が設計・運用され、原則を逸脱した行動が発見
された場合には、適切に是正が行われるようになっ
ているか － － 〇

●   不正に関する経営者メッセージがあるか（倫理観
等）

●   そのメッセージは従業員に周知されているか
●   不正に関する規程類の整備・運用状況（就業規

則や懲戒規程）
●   懲戒処分が規程に基づいて検討され行われてい

るか

②
経営者は、問題があっても指摘しにくい等の組織
構造や慣行があると認められる事実が存在する場
合に、適切な改善を図っているか

－ － 〇
●   経営者に問題が伝達される仕組みがあるか
●   経営者がその問題に対して適切な対応を示してい

るか

③
経営者は、企業内の個々の職能（生産、販売、情
報、会計等）及び活動単位に対して、適切な役割
分担を定めているか

－ 〇 －
●   適切な業務分掌規程があるか
●   業務分掌規程が浸透しており、適切な職務の分

離につながっているか

④
責任の割り当てと権限の委任が全ての従業員に対
して明確になされているか － 〇 －

●   適切な職務権限規程があるか
●   職務権限規程が浸透しており、適切な職務の分

離につながっているか

⑤
従業員等に対する権限と責任の委任は、無制限で
はなく、適切な範囲に限定されているか － 〇 －

●   適切な職務権限規程があるか
●   職務権限規程が浸透しており、適切な職務の分

離につながっているか

⑥
従業員等の勤務評価は、公平で適切なものとなっ
ているか

〇 － －
●   公平で適切な人事評価制度があるか
●   その人事評価制度は適切に運用されているか

リスクの評価
と対応

⑦

経営者は、不正に関するリスクを検討する際に、
単に不正に関する表面的な事実だけでなく、不
正を犯させるに至る動機、原因、背景等を踏まえ、
適切にリスクを評価し、対応しているか

〇 〇 〇

●   第2線のリスク管理部門やコンプライアンス部門
の不正リスクに関する取り組み内容

●   コンプライアンス関連の研修実施状況
●   得意先との共謀を防ぐために定期的な担当替え

等のローテーションが行われているか

統制活動 ⑧
経営者は、信頼性のある財務報告の作成に関し、
職務の分掌を明確化し、権限や職責を担当者に適
切に分担させているか

－ 〇 －
●   適切な職務権限規程があるか
●   職務権限規程が浸透しており、適切な職務の分

離につながっているか

情報と伝達

⑨
内部通報の仕組み等、通常の報告経路から独立し
た伝達経路が利用できるように設定されているか － － 〇

●   内部通報制度を従業員に使用してもらうための取
り組み（秘密保持や報復に対する保護の徹底を
周知する等）

⑩

内部統制に関する企業外部からの情報を適切に利
用し、経営者、取締役会、監査役等に適切に伝達
する仕組みとなっているか

－ － 〇

●   経営者に外部からも情報が伝達される仕組みが
あるか

●   経営者がその情報に対して適切な対応を示してい
るか

モニタリング

⑪
企業の内外から伝達された内部統制に関する重要
な情報は適切に検討され、必要な是正措置が取
られているか

－ － 〇
●   内部統制に関する重要な情報が経営者に伝わっ

ているか
●   その情報に対して適切な対応を示しているか

⑫

モニタリングによって得られた内部統制の不備に関
する情報は、当該実施過程に係る上位の管理者な
らびに当該実施過程及び関連する内部統制を管
理し是正措置を実施すべき地位にある者に適切に
報告されているか

－ － 〇

●   内部統制に関する不備の情報が適切な管理者に
伝わっているか

●   その情報に対して適切な対応を示しているか

⑬
内部統制に係る開示すべき重要な不備等に関する
情報は、経営者、取締役会、監査役等に適切に
伝達されているか

－ － 〇
●   内部統制に関する重要な不備の情報は経営者に

伝わっているか
●   その情報に対して適切な対応を示しているか

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をも
とにPwC作成
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できないようになっているか等の観点で自社の業務プロセス
に係る内部統制を再確認してみることが有用です。
特に、全社的な内部統制の評価において、「動機とプレッ

シャー」や「姿勢と正当化」に関するリスクが高いと評価さ
れた事業拠点の業務プロセスに対しては、より慎重な評価が
必要になってくると考えられます。
なお、2023年9月28日に日本公認会計士協会が公表した

「「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の
改訂について（意見書）」（2023年4月）等を受けた内部統制
監査上の留意事項に関する周知文書」によれば、「監査人は、
改訂後の内部統制の基本的枠組みに準拠して、経営者が内
部統制の整備及び運用並びに評価を行っているかについて留
意する。特に、全社的な内部統制の評価に当たっては、内部
統制の基本的な要素ごとに例示されている42項目が広く実
務に利用されているが、監査人は、これらの評価項目が今回
の改訂を踏まえ、必要に応じて、適切に見直しが行われてい

るかについて確認することが重要である。」とされています。
もし「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の実施基準」
に例示されている全社的な内部統制に係る42の評価項目を
ベースにしたチェックリストを用いており、長らくそのチェッ
クリストの見直しを行っていなければ、今回の改訂を踏まえ
た見直しを行うことが有用であると考えられます。

2  重要な事業拠点の選定方法に係る参考例
と選定方法の観点

前論考（13ページ）にも掲載しましたが、評価範囲の決定
に関する対応のポイントの例を図表2に示します。

図表 2の①「重要な事業拠点を選定する際の指標の決定」
については、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財
務報告に係る内部統制の監査」の付録7「重要な事業拠点の
選定方法に係る参考例」が参考になります。付録7の内容を
まとめたものが図表3です。

図表2：評価範囲の決定に関する対応における対応ポイントの例

No プロセス 対応ポイント

① 重要な事業拠点を選定する際の指標の決定
●   従来の拠点判定時に使用していた指標について見直しの要否検討
●   基準に記載されている例を機械的に適用していれば、自社の状況に合わせた指標を検討

② 重要な事業拠点の決定
●   指標を使った拠点判定の際の割合について見直しの要否検討
●   連結ベースの売上高等の一定割合（おおむね3分の2程度）等の基準の例を参考にしつつ、自社の状

況に合わせた一定割合を検討

③ 「企業の事業目的に大きく係る勘定科目」の決定
●   「企業の事業目的に大きく係る勘定科目」の見直しの要否検討
●   一般的な事業会社の場合、原則として、「売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定」が考えられると基準

に記載されているが、自社の状況に合わせた検討が必要

④ 評価対象とする業務プロセスの識別
●   ③に変更がある場合は、評価対象とする業務プロセスも変更
●   不正リスクや経営者による内部統制の無効化リスクについても考慮

⑤
評価対象外としてきた事業拠点／業務プロセスの
検討

●   長期間にわたり評価範囲外となっていた拠点や業務プロセス等の検討
●   必要に応じて、評価範囲とする等の対応

⑥ 個別に評価対象に追加する業務プロセスの検討

●   ①～⑤までに該当しない業務プロセスについて財務報告への影響を勘案して、個別に評価対象への
追加を再検討

●   新たに例示された、以下の「リスクが発生又は変化する可能性がある状況」に該当するケースはあるか、
ある場合には、その中に重要な虚偽記載が発生する可能性が高い業務プロセスが存在するかを検討
●   規制環境や経営環境の変化による競争力の変化
●   新規雇用者
●   情報システムの重要な変更
●   事業の大幅で急速な拡大
●   生産プロセス及び情報システムへの新技術の導入
●   新たなビジネスモデルや新規事業の採用又は新製品の販売開始
●   リストラクチャリング
●   海外事業の拡大又は買収
●   新しい会計基準の適用や会計基準の改訂

⑦ その他
●   評価範囲の決定方法やその根拠の文書化
●   内部統制報告書への記載方法の検討
●   必要に応じて、監査人と評価範囲の決定方法およびその根拠について協議

出所：企業会計審議会「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」（2023年4月7日）をも
とにPwC作成
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なお、この付録7には、重要な事業拠点の選定根拠の記載
もあり、重要な事業拠点の選定の文書化の参考にもなると思
われます。
また、図表 2の⑥「個別に評価対象に追加する業務プロセ
スの検討」において留意すべき「リスクが発生又は変化する
可能性がある状況」が新たに例示されました。例示に該当す
る状況がある場合には、関連する業務プロセスを個別に評価
対象に追加すべきかどうか検討する必要があります。
ただし、ここで示されているのは「リスクが発生又は変化
する可能性がある状況」であって、ここで示された状況にあ
る事業拠点等の業務プロセスを必ず評価対象にしなければ
ならないということではありません。個別に評価対象に追加
する業務プロセスは、あくまで、重要な虚偽記載が発生する
可能性が高い業務プロセスです。例えば、新しく買収した海

図表3：重要な事業拠点の選定方法に係る参考例

No ケース 指標
主要グループ会社の指標割合※3

選定され
た指標の

合計
選定方法

P社 A社 B社 C社 D社 その他

①
質的重要性を考慮したケー
ス

売上高※1 25％ 18％ 18％ 14％ 12％ 13％ 73％

売上高の金額的重要性を考慮し、P社、A社、B社を
選定。金額的重要性の順序では次にC社を選定すべき
だが、D社はグループとなってからの期間が短く、事業
内容が異なる海外子会社であるという質的重要性を重
視して、代わりにD社を選定

②
全社的な内部統制の良好で
ない項目を考慮したケース

売上高※1 40％ 27％ 15％ 10％ － 8％ 77％

売上高の金額的重要性の観点からはP社とA社だけで
67％に達しているが、全社的な内部統制が良好でない
項目のあるC社を追加で選定

③
売上原価を追加指標として
考慮したケース

売上高※1 30％ 0％ 20％ 25％ 17％ 8％ 75％

売上高の金銭的重要性を考慮し、P社、B社、C社を
選定。その後、C社が販売する製品は全てA社で生産
されたものであること、A社の売上原価は連結グループ
の25％を占めることから、売上原価を選定指標として
追加し、A社を選定

売上原価※2 30％ 25％ 18％ 0％ 15％ 12％ 25％

④
売上総利益を指標として採
用したケース

売上 
総利益 23％ 10％ 22％ 25％ 15％ 5％ 70％

グループ内に純額と総額で売上計上をする事業が混在
していることから、売上高は事業拠点の共通の指標と
して適切でないと判断。このため、指標は売上総利益
を用い、売上総利益の金額的重要性を考慮して、P社、
B社、C社を選定

⑤
税引前当期純利益を追加指
標として考慮したケース

売上高※1 35％ 15％ 15％ 10％ 12％ 13％ －

売上高だけでは、高利益率の子会社の重要性を適切
に判断できない可能性があることを考慮し、税引前当
期純利益を追加的な指標として用いる。売上高の金
額的重要性を考慮し、P社、A社、B社を選定。さらに、
C社の税引前当期純利益の連結グループに占める割合
が25％となっていることから、C社を選定税引前当期

純利益 40％ 23％ -5％ 25％ 12％ 15％ －

出所：日本公認会計士協会「財務報告内部統制監査基準報告書第１号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」（2023年8月4日）をもとにPwC作成

※1　内部取引消去後の売上高
※2　内部取引消去後の売上原価
※3　グレーの網掛け部分が選定されていない拠点

外子会社は、どんな会社であっても重要な虚偽記載が発生
する可能性が高いのでしょうか。新たに例示された「リスク
が発生又は変化する可能性がある状況」に該当する場合、そ
こに含まれる業務プロセスが重要な虚偽記載が発生する可能
性の高いものであるのかを丁寧に評価することが重要です。

3 おわりに

今回の改訂で新規に追加された項目や例示が多数あります
が、変化する環境や各社の状況に合わせてリスクを把握し、
リスクに対応する内部統制を整備・運用し、それらが機能し
ているかを定期的に評価していくという基本（または「基本
的な対応」など）に変更はありません。
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しかし、変化する状況に対応し続けていくことは一筋縄で
はいかないことを、J-SOX実務担当者の皆さんであれば骨身
に染みていると思います。
今回、「内部統制の基本的枠組み」において内部監査人の

責務については、「熟達した専門的能力と専門職としての正
当な注意をもって職責を全うすること」が追記されています。
確かに、評価を行う側が知識や能力のアップデートを行うこ
とはそのとおりですが、それだけではなく、今回の改訂では
外部監査人との協議や、取締役会や監査役等の責任等も追
記されており、さまざまな社内、社外のリソースを使って内

部統制の実効性を高めることの必要性が示されています。
内部統制は全社で取り組むべき課題であり、J-SOX実務担

当者は旗振り役となりつつ、外部、内部の力を上手に借りて
全社として内部統制を構築していく必要があります。今回の
改訂を、自社の内部統制や内部統制評価の再確認のきっか
けに、そして、社内外の関係者とリスクや内部統制について
会話するきっかけとして、うまく利用していくとよいと考え
られます。本稿が、少しでも、改訂J-SOXの理解や改訂への
対応の参考になれば幸いです。

※執筆者プロフィールは9ページを参照
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はじめに
株式会社をはじめとするさまざまな組織体のパーパ

ス（存在意義）として「信頼を構築する」（Building 
trust）、または単に「信頼」「トラスト」という表現や
単語をしばしば見かけます。ここで使われている「ト
ラスト」とは何を意味している概念なのでしょうか。

「トラストとは信頼である」などと訳してみて、それ
で納得してしまうこともありそうですが、本稿ではよ
り進んでトラストについて考えてみたい方にヒントと
なりそうなものを紹介します。トラストは古くは 17 世
紀の哲学者ホッブズの時代から、永年にわたり数多く
の「知の巨人」たちがチャレンジしてきた研究テーマ
であり、そこには広く深い世界が広がっています。

本稿では、国立研究開発法人科学技術振興機構
（Japan Science and Technology Agency：JST）

に 属す る 研 究 開 発 戦 略 センター（Center for Re-
search and Development Strategy：CRDS） が、
数年前から取り組んでいる学際的研究「デジタル社会
における新たなトラスト形成」の研究成果の中から、
筆者が現代におけるトラストのエッセンスと考える部
分について解説します。

なお、本稿における意見にわたる部分については筆
者個人のものであり、所属するPwC あらた有限責任
監査法人の公式見解ではないことを申し添えます。

1 トラスト（信頼）の定義および役割

トラストはさまざまな学問分野において研究がなさ
れており、定義ひとつとっても学問領域、また研究者
によって異なります。トラストをどう定義するのか自
体が大きな研究テーマです。
ここでは多種多様な定義を羅列することは避け、ト
ラストとは、おおむね「相手が期待を裏切らないと思
える状態」と考えることにします。すなわち、「リスク
はあるけれども信頼することにより安心して迅速な行
動または意思決定が可能となること」です。これは、
取引や協力のコスト削減につながるため、ビジネスに
とっては非常に重要なことです。
そのうえで、トラストの機能を検討するためにはい

くつかの学問領域における代表的な定義から、関連
する他の用語との関係を考えることが役立つと考え
られます。以下はその例です。

（1）行動経済学・実験経済学

トラストと似た概念に「安心（Assurance）」があり
ます。人々が安心する気持ちを持つ背景には、仮に
その相手の人が自分を裏切って何かをしたとすると、
相手自身が損をしてしまうという状況があります。そ
の損得勘定ゆえに人々は安心することができるとい
うわけです。
これに対してトラストの場合、その相手についてい
わゆる「いい人」であるとの感情を抱いているという
こと、つまり相手の人間性に焦点が当てられているこ
とが多いと言えます。また、相手が自分に対しても好
意を持っていると思えるということもあります。つま

トラスト研究の現場から
──情報科学の視点：研究開発戦略センターによる学際研究をもとに

第13回
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り損得ではなく、相手との関係性を指すことがしばし
ばです。
まとめると、「安心が経済的な動機によるものであ
る」のに対し、「信頼はより相手の人格に左右される
ものである」との違いがあります。

（2）情報科学

情報科学の領域ではトラストと類似または関連し
た概念として、「セキュリティ」「セーフティ」「信頼性」
があります。以下にそれぞれの概念の意味、また相違
点についてまとめています（図表1）。

図表1：情報科学におけるトラスト概念とその類似概念

概念 対象 相違点

セキュリティ（Security） 心的な脅威 故意による

セーフティ（Safety） 身体的な脅威 故意でない

信頼性（Reliability） 物理的な脅威 故意でない

参考：トラスト（Trust） 心的な脅威
故意による場合、および
故意でない場合

出所：参考文献をもとにPwC作成

また、トラストの要素のそれぞれには客観的に測れ
る部分と感情的な部分があり、それらのうち感情的
な部分、すなわち依存を意味するものとしてまとめて
「安心」と呼ぶことがあると考えられます。

（3）法律学

法律学でトラストというと、重要なのは「信託」の
概念です。すなわち、①自己の財産を、②第三者に
委託し、③自己または他者のために運用・管理する
制度のことを意味します。
ここで、委託者と受託者の関係によって、信頼性
を支えるものを「代理」「権威」「信託」の3つに分類
できます。
特に委託者よりも受託者の知識や能力が高く（代

理はその逆）、内容が定まっていない場合であって、
かつ、あらかじめ国家によるライセンスなどによって
統制（＝権威）することができないものについて、信
任関係として現代における信託として扱えるのでは
ないかと考えられます。

（4）（学問としての）人工知能

人工知能（AI）の分野では、トラストとの関係で「説
明可能性」と言われますが、この言葉が独り歩きする
のは好ましくなく、理解できるものであることが求め
られます。他方、透明性では補償する責任者、何か
不都合なことが起こったときに誰が補償するかが求
められます。アカウンタビリティとは、理解可能性と
透明性の2つの概念が合わさって得られるものです
が、ただ説明すればよいという日本の説明責任とは
異なることに注意が必要です。
理解可能性については、AIの内部の動きを人間が
理解できる形で説明することはほぼ無理であるため、
近似的なモデルを作ることが行われています。分かり
やすさを目指すものです。
他方、トラストについては、例えば「大会社だから」

「みんなが使っているから」「自分と似たようなケース
で同じ結果が出ているようだから」といった文脈で使
われることが多いと考えられます。

2 デジタル社会におけるトラスト問題

旧来の古典的なトラストは、身近な人たちの信頼関
係を中心に議論されてきました。しかし、デジタル化
の進展により、バーチャルな人間関係の広がり、複雑
な技術を用いたシステムへの依存、詐称などの手口
の高度化などにより、トラストをめぐる環境変化が起
きています。
そのような変化によって、トラストに関わる問題が
生じつつあります。デジタル化の進展が生んだトラス
ト問題としてしばしば挙げられる具体例を以下の8つ
に類型化しました。

① 仮想世界のトラストに基づく取引
仮想世界やデジタルデータの性質を悪用した偽装

やなりすまし等の犯罪が起きています。対策がとられ
ているものの、常に新しい仕組みが登場し、新たなリ
スクが発生して対策が追いつかないケースが見受け
られます。
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② メディアにおけるフェイク拡散
フェイク動画による政治への干渉や個人攻撃等が
社会問題となっています。簡単に人をだますことがで
き、裁判などでの証拠の信頼性も揺らぎます。他方、
フェイクに対する法規制が強くなると、表現の自由が
妨げられる恐れも生じます。

③ 自動運転車
AIの内部的な動きはブラックボックスで、動作保

証や精度保証ができません。このため、安心して乗
車できるか、事故発生時に原因究明や責任の所在は
どうなるかが問われることとなります。

④ パーソナルAIエージェント
個人情報の管理代行の中身はブラックボックスで

あり、個人の意図や期待通りに振る舞うことを保証で
きないことがあります。そのため、個人情報を委ねる
ことができるのか、期待に反する事態が起きた場合
の責任所在がどうなるのかといった問題があります。

⑤ 人を評価するAIシステム
AIシステムの学習データに偏りや差別的な要因が

含まれると、不公平で差別的な評価を助長します。
また、評価アルゴリズムに過剰適合して行動する人々
が生み出される恐れがあります。

⑥ 医療意思決定におけるAIセカンドオピニオン
異なる多様な医療情報を患者が参照できるように

なり、医療者からの説明と異なる情報が得られること
もあります。三者間における新たな役割関係とそこで
のトラスト関係の在り方が検討されなければなりませ
ん。

⑦ コミュニケーションロボット
製造技術の発達により、人間らしい外観を備える

ようになったロボットに人間並みの能力を期待および
過信してしまい、期待外れだったと失望する人が増
えやすくなります。逆に、身近なロボットに過度な親
近感や依存感を持ってしまうタイプの人もいます。

⑧ メタバース内活動におけるトラスト
生身の人間や物理的な実態が必ずしも確認できな

い世界において、リアル世界と同様のトラストが成立
するのか否かが問題です。

3 トラストのモデル

トラストのモデルの一例として、今回ご紹介してい
る研究開発戦略センターのモデルを示します（図表
2）。

図表2：トラストモデル

Trustworthiness
品質特性

（信頼可能性）

（A）対象真正性
（B）内容真実性
（C）振る舞い予想・対応可能性

期待を裏切らないと思える

Trustor
（信頼する側）

Trustee
（信頼される側）

トラスト

（a）経験的・伝統的に大丈夫だと思う
（b）自ら検証・確認したことで大丈夫だと思う
（c）他者が大丈夫と言っているので大丈夫だと思う

Trustorの主観的な判断

Trusteeの能力

Trusteeの意図推測

出所：参考文献をもとにPwC作成
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まず、トラストは、「Trustor（信頼する側）」と「Trus-
tee（信頼される側）」の関係であり、Trustorにとって、
Trusteeは期待を裏切らないと思えるときに、トラス
トが成り立ちます。期待を裏切らないと思えるか否か
は、Trustorの主観的な判断によることとなります。
その判断の際に着目され得るTrusteeの品質特性
を「Trustworthiness（信頼可能性）」と呼びます。
Trust	worthinessを計測／観測／検証した結果から
得た裏付けから「期待を裏切られない」と思えるケー
スもあれば、必ずしもそのような裏付けはなく、「リス
クがあるが、大丈夫だ」とみなすケースもあります。
この2つのケースの比がどの程度ならば大丈夫と思
えるかは、人によって異なります。
期待を裏切られない（大丈夫だ）と思えるかどうか

を主観的に判断する際には、Trusteeの能力（期待に
応える能力があるか）や意図（期待に応えようとして
いるか／悪意を持っていないか）などを推測して判断
していると言われます。また、この主観的な判断には
いくつかのパターンがあります。

【Trustorの主観的な判断】
（a）経験的・伝統的に大丈夫だと思う。
（b）	自ら検証・確認したことで大丈夫だと思う。
（c）	他者が大丈夫と言っているので大丈夫だと

思う。

また、トラストには3つの側面があるとされます（図
表3）。

図表3：トラストの3側面

側面 説明

（A）対象真正性 本人・本物であるか？

（B）内容真実性 内容が事実・真実であるか？

（C）振る舞い予想・対応
　可能性

相手の振る舞いに対して想定・対応
できるか？

ここで提示している「トラストは相手が期待を裏切
らないと思える状態」という定義では、（C）の側面（相
手の振る舞い）を中心に置いています。もっとも、そ
もそもその相手が本人・本物だという（A）の側面は
大前提です。また、相手が人や組織やシステムとい

う場合は、その振る舞いが期待を裏切らないかを考
えますが、相手が情報という場合もあり、その場合は、
その内容が事実・真実だという（B）の側面を期待し
ます。
これは別な言い方をすると、相手が情報の場合、そ
れを使って行動・意思決定をするのは自分であり、そ
れによって自分が招いた結果が期待通りのものかど
うかは、内容真実性に左右されるということです。
人が主観的に判断する場合には、おそらく3側面を

多面的・複合的に捉えたうえで、トラストできるかを
総合的に判断していると思われます。例えば、ある新
しいサービスを使ってみようかと考えるとき、「その
サービスの仕組み（どのように動いてどのような結果
が得られそうか）が信じられるか（振る舞い予想・対
応可能性の側面）」、「そのサービスの提供企業が怪し
くないか（対象真正性の側面）」、「そのサービスにつ
いての評判やレビュー投稿は本当か／ヤラセではな
いか（内容真実性の側面）」というように、多面的に
チェックしようとするでしょうし、1つの側面につい
て複数の情報を突き合わせることもするでしょう。
このように、いろいろな視点から多面的に関連情
報を集め、その1つだけでは確信を持てなくとも、そ
れらを複合的に検証することで、総合的な判断を下
すということを、人は行っています。

4  TrustorとTrusteeに関わる要因と
その変化

ここでは、TrustorとTrusteeのそれぞれに関係す
る要因と変化を4点挙げます。

（1）Trusteeの多様化

Trusteeとなるものには、個人だけでなく、集団、
組織、政府、専門家コミュニティのような人が集まっ
て形作られるものも該当しますし、科学技術、制度、
情報・メディア、機械システムサービスのような人が
作ったものについても該当します。
Trusteeに関わるTrustworthinessの定義にも議

論がありますが、Trusteeについては「トラストする
に値するかを判断するのに考慮される品質特性」を
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指すものとします。信頼性と訳されることが多いので
すが、IT分野ではReliability、Dependabilityも信
頼性と訳されるので、区別するために「信頼可能性」
「信頼相当性」とも訳されます（ 	1		（2）情報科学を参
照）。
Trusteeが多様化することにより、Trustworthi-
nessは人に関わる属性のみならず、機械・システム
サービスなどに関する属性も含むこととなります。

（2）Trusteeの複合化の例

情報システムにおいてTrustorであるユーザー視点
で見ると、主たるTrusteeは「システムまたはサービ
ス」ですが、単にそれをトラストするだけでなく、そ
れに携わるベンダー、運用者、開発者、保守者など
をトラストするかについても複合的に絡んできます。
つまり、トラストするかしないかという1つのケース
において、相手（Trustee）は1つではなく、複数の相
手が複合的に絡むことが多々あります。

（3）技術の複雑化・自律化

Trusteeが機械・システムサービスなどのケースで
は、そこで使われている技術の複雑化や自律化がト
ラストに影響を与えます。技術の複雑化や自律化は、
Trusteeのブラックボックス化、その動作の予測困難
化を招くため、Trustorはトラストしにくくなること
があります。
かつては長期間の実績・経験を重ねることでトラ

ストが獲得できたかもしれませんが、今日では技術発
展も速く、実績や経験を重ねる十分な期間の確保は
難しいと言わざるを得ません。

（4）Trustorの主観

トラストするか否かは、Trustorの主観に最終的に
は左右されます（		3		を参照）。トラストがうまく機能
していれば、普段はそれを意識することなく、安心し
て迅速に行動・意思決定できます。しかし、（1）から

（3）が進んでくると、Trustorの主観を左右するさま
ざまな不確かさが増します。
その結果、トラストが揺らぐと、何もかも心配でと
ても不安になったり、相手に対する不信感で眠れなく

なったりします。深く考えるのはやめてしまったり（常
に思考停止）、頼りきり、任せきりになったり、リスク
は減少していないのにTrusteeと親密な会話を持つ
ことで信じやすくなり、悪意を持った他者からだまさ
れやすくなることもあります。
頼りきり、任せきりで常に思考停止の状態は好まし

いものではなく、トラストすることが無条件に良いこ
とだというわけではありません。

5 おわりに

最後に、トラストの概念と監査の関係に触れておき
ます。論点は、「監査を含めた保証（アシュアランス）
サービスがなぜ存在しているのか？」（存在意義）に
関わります。
まず、約束をする当事者ともう一方の当事者との2
人が存在していることが、論点の前提です。
すなわち、何らかの約束をする当事者（「約束をす

る人」）から聞いた内容に賛同し、その人のことを本
当に信じたいと思っているもう一方の当事者（「信頼
する人」）がいれば、その「約束する人」を信じること
はあります。ただし、もう一方の当事者が「約束する
人」を信頼できるかどうかは明らかではありません。
「約束する人」（先のモデルのTrusteeに相当）がい
て、そこへ「信頼する人（または信頼する可能性のあ
る人。Trustorに相当）」が登場し、「約束する人」が
行った約束が「信頼する人」などによって信頼されれ
ば、実際に取引が行われます。すなわち、2人は実際
にビジネスその他の社会的な交わりにコミットするこ
ととなります。
次に、もし全ての「約束する人」を信頼でき、約束

が信頼できるものであるとすれば、実際、保証を得る
必要はありません。言い換えると第三者は必ずしも
必要ありません。
以上から、次のことが言えます。すなわち、監査人

の地位にある人は実質的に、金融市場における社会
的な信頼の創出に中心的な役割を演じています。企
業経営陣による誤った、または私利私欲的な、不正
が行われているかもしれない財務諸表に脆弱な立場
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連載

PwCあらた基礎研究所だより

の人々にコンフォートを供与します。
保証に従事する専門家は、このコンフォートを生産

するビジネスに携わっています。同時にコンフォート
をも生み出し、公益の守護者でもあります。公益の守
護者となり、当然のことながらコンフォートを生むこ
とにより、社会に価値を加える役割を果たすわけです
が、状況により保証されることでディスコンフォート
（不安）を生み出すこともあり得ます。
ここで実際に利用されるのが保証です。保証は、
情報の関連性、信頼性、さらには意思決定者にとっ
てのコンテクスト（文脈、文化の共有度合）を改善す
ることにより、情報の質を向上させる独立したサービ
スであることが分かっています。この保証により情報
の質は向上します。情報の質が向上すれば、「信頼す
る人」にコンフォートが与えられます。
また、第三者である保証の提供者がいることによ

り最終的にコンフォートが得られることが理解されれ
ば、保証に対する需要が生じます。すなわち、保証
に対する需要が保証を生み出し、それが情報の質を
向上させる好循環が生まれます。「信頼する人」には
コンフォートが与えられます。この保証に対する需要
が生じ、実際に委託者が監査自体から得られるコン
フォートが監査へのさらなる需要を生み出すと考えら
れます。

今回は「トラスト研究の現場から」として、科学技
術振興機構の研究開発戦略センターの最近の学際研
究のエッセンスと筆者が考えている箇所について紹
介しました。
ここまでお読みいただき気づいた方もいるかと思い

ますが、現代のトラスト研究は情報科学やAI研究の
領域において発展しています。しかし、本研究でも
指摘されているとおり、17世紀にまで遡るこれまでの
トラスト研究はそれぞれの学問領域、いわゆるディシ
プリンごとにクローズドな形で行われてきたものであ
り、相互の知見の共有はほとんど行われていません。
もっとも情報科学やAIにおける成果としての技術

は、学問領域を超えてビジネスや会計、監査などに
も大きな影響を与えてきていることから、トラスト研
究における知見も同様に広く行きわたることが期待

されます。

【参考文献】
国立研究開発法人科学技術振興機構・研究開発戦略
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における新たなトラスト形成」
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WR-05.html		（2023年9月28日アクセス確認）
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はじめに
日本の企業会計基準委員会（ASBJ）は、現行のリース会計

基準（企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」
等）の財務報告上の問題点の改善を図るため、2023年5月に、
リースの新基準の開発へ向けた公開草案たる企業会計基準公
開草案第73号「リースに関する会計基準（案）」等（以下、本
公開草案）を公表しています※1。本誌第46号（2023年9月号）
からは、本公開草案の実務的な観点に焦点を当てた連載を開
始しています。

これまでの連載でも述べてきたように、本公開草案では、
借手が、原則として、全てのリースを貸借対照表上、オンバ
ランスすることを提案しています。そのため、現行のリース
会計基準においてオフバランスのオペレーティング・リース
に重要性がある企業においては、本公開草案が基準化される
際に各種の負担が生じることが見込まれます。また、新リー
ス会計基準を継続的に適用するにあたっては、各決算日にお
けるリース資産（使用権資産）とリース負債を適切に財務報
告の対象とするために必要な情報を適時に収集するための負
担が発生すると見込まれています。ただし、本公開草案では、
借手における新リース会計基準の適用時に、いくつかの簡便
的な取扱いが可能になっています。実務においては、このよ
うな措置を適用することによって、負担を軽減できるかどう
か見極めていく必要があります。

本稿では、このような借手における取扱いとその実務上の
ポイントについて解説していきます（新リース会計基準適用
時の過度の負担を軽減する措置のうち、主に不動産のリース
に関連する取扱いおよび経過措置に関連する取扱いについて
は、次回以降の連載において解説します）。なお、本文中の意
見に関する部分は、著者の個人的見解であり、PwCあらた有

※1	 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0502.
html

限責任監査法人の見解ではないことを申し添えます。

1  借手の会計処理の概要

本公開草案では、新リース会計基準を、いくつかの例外は
あるものの、リースの定義※2を満たす全ての契約に適用する
ことを提案しています。借手の会計処理は、原資産を使用す
る権利である使用権資産を資産計上し、リース料の支払義務
を負債計上する、という「使用権モデル」の考え方に基づい
た国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」および米国財
務会計基準審議会（FASB）のTopic	842「リース」を参考と
しつつ、日本における新リース会計基準の開発にあたって以
下に示すような基本的な方針を定めています。

( 1 ) 	借手の費用配分の方法については、IFRS第16号との整
合性を図る。

( 2 ) 	その上で、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範
囲で代替的な取扱いを定める、または、経過的な措置を
定めるなど、実務に配慮した方策を検討する。

( 3 ) 	借手の会計処理と貸手の会計処理で齟齬が生じないよ
う、借手のための新しい会計基準を開発するのではな
く、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基
準」を改正する※3。

本公開草案は、借手の会計処理について、現行のリース会

※2	 本公開草案では、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に
移転する契約又は契約の一部分」と定義することを提案しています（本公開草案第
5項）。なお、リースの定義に関する実務対応上のポイントについては、本誌第46号
（2023年9月号）で解説しています。

※3	 上述の基本的方針（3）に関して、開発の過程では、企業会計基準第13号を改正する
形で文案が検討されていたものの、削除する項番号や枝番となる項番号が多くなる
ため、利便性の観点から項番号を振り直し、新たな会計基準として開発することとな
りました。

企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準
（案）」等の解説

── 新リース会計基準の実務対応　（2）新リース会計基準適用時の
過度の負担を軽減する主な取扱い

PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
シニアマネージャー　田野 雄一

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0502.html
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0502.html
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計基準におけるファイナンス・リースとオペレーティング・
リースの分類をなくして、単一の会計処理モデルを導入する
ことを提案しています。借手は、後述する短期リースおよび
少額リースを除く全てのリースについて、使用権資産および
リース負債を認識することとなる点に特徴があります。この
結果、現行のリース会計基準ではオフバランスされているオ
ペレーティング・リースがオンバランスとなることによる影
響が生じます（図表1）。

2  借手の新リース会計基準適用時における
過度の負担を軽減する取扱い

（1） 重要性の考え方

本公開草案には、日本の他の会計基準と同様、「重要性」
の定義に関する明示的なガイダンスは含まれていませんが、
企業会計原則注解の注1で示されている重要性※4の考え方自

※4	 企業会計原則注解の〔注1〕重要性の原則の適用について（一般原則二、四及び貸借
対照表原則一）によると、以下のように示されています。

	 　企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであ
るが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況
に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しい
ものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正
規の簿記の原則に従った処理として認められる。

	 　重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
	 　重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
	 　（1）	 	消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものに

ついては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用すること
ができる。

	 　（2）	 	前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものに
ついては、経過勘定項目として処理しないことができる。

	 　（3）	 	引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができ
る。

体は、他の会計基準と同様に、新リース会計基準にも適用さ
れるものと考えられます。したがって、企業は、財務諸表に
とって重要性がないと考えられるリースについては、本公開
草案が提案している原則的な会計処理、表示および開示を
厳密には行わないことも考えられます。

（2） リースのオンバランスの免除

上記（1）の財務諸表にとっての重要性の考え方とは別に、
本公開草案では、借手は、リースのうち、以下に記載するリー
スについて、貸借対照表上で認識することを免除する規定が
用意されています。当該規定は、特に、多数の小口のリース
を有する場合における事務処理の負担に対する懸念に対応
することを意図したものです。

●	 	短期リース（リース開始日において借手のリース期
間が12カ月以内であるリース）※5

●	 少額リース

なお、これらのリースについて免除規定を使用した場合、

	 　（4）	 	たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、
保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについては、取得原価に算
入しないことができる。

	 　（5）	 	分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来す
るもので重要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示す
ることができる。

※5	 本公開草案は、短期リースに類似する項目として、「新リース会計基準の適用初年度
の期首から12カ月以内に借手のリース期間が終了するリース」についても、オンバ
ランスの免除を可能とすることを提案しています。この経過措置時の取扱いについて
は、本稿の「はじめに」で上述したとおり、次回以降の連載において、新リース会計
基準への移行時の会計処理と実務上のポイントを取り挙げる際に解説する予定です。

図表1：新リース会計基準における借手の会計処理

本公開草案：ほとんど全てのリースがオンバランスされる

費用の認識パターン
本公開草案における費用合計
（❶＋❷）

本公開草案における減価償却費（❶）

本公開草案における利息費用（❷）

現行のリース会計基準における
オペレーティング・リースの費用

経過年数

金
額

出所：PwC作成
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これらのリースに係る費用は、損益計算書においてリース期
間にわたり定額で認識されます。
少額リースとは、次のa.またはb.のようなリースを指しま

す。

a . 	 	重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に
費用処理する方法が採用されている場合で、借手の
リース料が当該基準額以下のリース
　ただし、その基準額は当該企業が減価償却資産の
処理について採用している基準額より利息相当額だ
け高めに設定することができる。また、この基準額
は、通常取引される単位ごとに適用し、リース契約
に複数の単位の原資産が含まれる場合、当該契約に
含まれる原資産の単位ごとに適用することができる。

b. 		次の①または②を満たすリース
①		企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース
で、リース契約1件当たりの借手のリース料が300
万円以下のリース

	 　この場合、1つのリース契約に科目の異なる有
形固定資産または無形固定資産が含まれている場
合、異なる科目ごとに、その合計金額により判定
することができる。

②		原資産の価値が新品時におよそ5,000米ドル以下
のリース

	 　この場合、リース1件ごとにこの方法を適用す
るか否かを選択できる。

上記a.の重要性に関する基準額は、本公開草案には規定
されていません。a.のただし書きにあるように、その基準額
は企業が減価償却資産の処理について採用している基準額
より利息相当額だけ高めに設定することができるとされてい
ることから、企業内で独自に設定されている基準額と整合的
に決定する必要があることになります。
上記b.については、①または②のいずれかを選択でき、
選択した方法を首尾一貫して適用することが求められます。
上記b.②の「原資産の価値が新品時におよそ5,000米ドル
以下のリース」とあるのは、IFRS第16号「リース」の結論の
根拠（BC100項）にあるように、国際会計基準審議会（IASB）
が議論していた当時、新品時に5,000米ドル（当時の為替レー
トで換算すると約60万円）以下の規模の資産を少額とする
ことを念頭に置いていたのと整合を図ったものとみられます。
b.②の規定ぶりからは、原資産が少額であるのかどうかの評
価は、絶対値ベースで行われると読めるため、その評価は、

借手の規模、性質または状況の影響を受けないと考えられま
す。したがって、異なる借手でも、特定の原資産が少額であ
るかどうかに関して同じ結論に至る可能性が高いと見込まれ
ます。
また、本公開草案が提案する取扱いは、IFRS第16号B7項
のように、借手が資産を転貸（サブリース）しているか、また
は、転貸することを見込んでいる場合にヘッドリースを少額
リースへ区分することを禁止する規定を置いておらず、IFRS
における取扱いと異なる点に留意が必要です。

（参考）IFRS第16号「リース」
	 B7				借手が資産を転貸しているか又は資産を転貸する

ことを見込んでいる場合には、ヘッドリースは少額
資産のリースに該当しない。

【実務対応上のポイント】：少額リース
リースの原資産の価格

	 （i）		現行のリース会計基準の下では、「企業の事業内容
に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契
約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリー
ス取引」については、オペレーティング・リース取
引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じて会計処理を行うことができる、という
規定が設けられています。なお、上記b.①では、基
本的にこの考え方を踏襲しているため、現行のリー
ス会計基準の下で通常の賃貸借取引に係る方法に
準じて会計処理をしているリース取引については、
新リース会計基準の下で少額リースとして会計処理
することができる可能性が高いと考えられます（た
だし、現行のリース会計基準の下でのリース期間よ
り新リース会計基準の下でのリース期間が長くなる
ことによりリース料総額が増加し、それにより少額
リースに該当しないという可能性があることに留意
が必要です）。

	 （ii）		現行のリース会計基準の考え方を踏襲した上記
b.①では、少額リースとして取り扱うためには「企
業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース」で
ある、つまり、事業における中核資産ではないとい
う制限があると考えられます。これに対し、上記
b.②における少額リースでは中核資産かどうかとい
う点での制限はない点に留意が必要です。
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短期リースに係る費用を区分して表示していない場合、そ
の発生額が含まれる科目および当該発生額を注記することが
求められます。ただし、この費用には借手のリース期間が1
カ月以下のリースに係る費用を含めることを要しないと提案
されています。また、本公開草案によると、当該短期リース
に係る費用の金額に少額リースに係る費用の金額を合算した
金額で注記することができ、この場合、その旨を注記するこ
とが提案されています。

（3） その他の簡素化および実務上の便法

本公開草案は、上記（2）以外にも、リース新会計基準案
の適用上の過度の負担を軽減する取扱いとして、簡素化およ
び実務上の便法を提供することを提案しています。以下に、
これらの提案のうち、主なものをいくつか紹介します。

① リースとサービスの一体処理
リースとサービスが混在している契約については、本誌第
46号（2023年9月号）で詳述したとおり、借手は、原則とし
て、リース構成部分とサービス構成部分を区分することが求
められています。この区分処理については、実務上困難を伴
う場合もあるため、本公開草案では、借手は、実務上の便法
として、リース構成部分とサービス構成部分を区分せず、全
体を単一のリース構成部分として会計処理することを認める
ことを提案しています。この実務上の便法を使用するかどう
かは、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に
貸借対照表において表示するであろう科目ごとに選択されま
す。

【実務対応上のポイント】
	 　借手が、この実務上の便法により、リース構成部分
とサービス構成部分を区分せずに全体を単一のリース
構成部分として会計処理する場合、借手がオンバラン
スする使用権資産やリース負債が増加することになり
ます。そのため、この実務上の便法を選択するかどう
かの判断に際しては、全体を単一のリース構成部分と
して会計処理することにより、実務対応上、負荷が抑
えられるという点と、オンバランスされる金額が増加す
るという点をともに勘案の上、会計方針として選択す
ることになると考えられます。

②  使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合の取
扱い
本公開草案は、使用権資産総額に重要性が乏しいと認め

られる場合は、借手が原則的な取扱いをせずに次のいずれか
の方法を適用できるとすることを提案しています。

（i）	借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控
除しない方法※6。この場合、使用権資産およびリース負
債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上
せず、減価償却費のみ計上する。

（ii）	利息相当額の総額を借手のリース期間中の各期に定額
法により配分する方法※7。

ここで、使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場
合とは、本公開草案によると、未経過の借手のリース料の期
末残高（短期リースや少額リースのように借手のリース料を
借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用と
して計上することとしたものや、原則的な取扱いに従って利
息相当額を利息法により各期に配分している使用権資産に
係るものを除きます）が当該期末残高、有形固定資産および
無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10パーセ
ント未満である場合とされています。

【実務対応上のポイント】
	 　本公開草案上、企業全体の使用権資産総額に重要性
が乏しいかどうかの判断基準において、「未経過」の借
手のリース料を使用することが提案されているため、将
来のリース料についての割引計算は不要であり、財務
諸表作成者が煩雑さを避けられるよう配慮がされてい
ます。

③ 指数またはレートに応じて決まる借手の変動リース料
指数またはレートに応じて決まる借手の変動リース料には、

市場における賃貸料の変動を反映するように当事者間の協
議をもって見直されることが契約条件で定められているリー
ス料が含まれます。
借手がこのような指数またはレートに応じて決まる借手の

変動リース料について、参照する指数またはレートの将来の
変動を見積るためには、企業によっては容易に利用可能では
ない可能性があるマクロ経済情報が必要となる場合があり、

※6	 本公開草案の提案によると、借手のリース料は、原則として、利息相当額部分とリー
ス負債の元本返済額部分とに区分計算し、前者は支払利息として会計処理を行い、
後者はリース負債の元本返済として会計処理を行います。借手のリース期間にわたる
利息相当額の総額は、リース開始日における借手のリース料とリース負債の計上額と
の差額になります。

※7	 本公開草案の提案によると、上の脚注における利息相当額の総額を借手のリース期
間中の各期に配分する方法は、原則として、利息法によります。利息法においては、
各期の利息相当額をリース負債の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定するこ
ととなります。
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見積りに必要な情報を入手するためのコストが正当化されな
い可能性があります。
そこで本公開草案は、IFRS第16号の考え方と整合するよ

う、リース開始日において借手のリース期間にわたり、リー
ス開始日現在の指数またはレートに基づいてリース料を算定
することを提案しています。一方で本公開草案は、IFRS第
16号と異なり、指数またはレートに応じて決まる借手の変動
リース料について、合理的な根拠をもって当該指数または
レートの将来の変動を見積ることができる場合、リース料が
参照する当該指数またはレートの将来の変動を見積り、当該
見積られた指数またはレートに基づきリース料およびリース
負債を算定することを、リースごとにリース開始日に選択で
きる、とする例外的な取扱いも提案しています。

【実務対応上のポイント】
	 　上述の例外的な取扱いを選択する場合、決算日ごと
に、参照する指数またはレートの将来の変動を見積り、
当該見積られた指数またはレートに基づいてリース料
およびリース負債を見直すことを要し、さらに、当該取
扱いを選択した旨およびその内容を「会計方針に関す
る情報」として注記し、また、当該選択をしたリースに
係るリース負債の金額の開示を求められるため、一定
の負荷がかかると想定される点に留意が必要です。

	 　したがって、このような負荷がかかるという観点と財
務諸表利用者に有用な情報を提供する観点のバランス
を考慮する必要があると考えられます。

3 ポートフォリオベースでの適用

本公開草案は、新リース会計基準を個々のリースに対して
適用することを提案していると考えられます。
一方、IFRS第16号においては、ポートフォリオベースでの
適用により、原資産の種類およびモデル、リース開始日およ
び終了日などが類似する複数のリースをあたかも1つのリー
スであるかのように扱い、IFRS第16号の規定を適用するこ
とができるとしています※8。なお、この取扱いが許容されるの
は、IFRS第16号を個々のリースに適用した場合とポートフォ
リオを基礎としたリースの取扱いとの間で財務諸表に与える
影響が大きく異ならないと合理的に見込まれる場合です。
本公開草案は、実務上の便法として、類似した特徴を有す

る複数のリースのポートフォリオに対して新リース会計基準
の規定を適用することを提案していませんが、ポートフォリ
オベースの適用が可能か否かは、	 	2		（1）に記載の財務諸表に
とっての重要性の観点から検討することが考えられます。

※8	 詳細については、本誌第7号（2017年3月号）の「新リース基準の実務対応（3）　新リー
ス基準適用時の過度の負担を軽減する取扱い」をご参照ください。
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PwCあらた有限責任監査法人　財務報告アドバイザリー部
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会計が政府と国民の対話の 
架け橋に
── 会計的視点から財政を読み解く

はじめに
このところ、日本の財政をめぐっては、報道やシンクタン

ク、有識者等を通じてさまざまな見解が出されています。一
般論や共通見解というものは存在せず、時には複数の論者か
ら正反対の主張がなされることもあります。

こうした中、私たちが重要だと考えているのは、巷に流布
するさまざまな主張から「正しい」解を求めることよりも、少
なくとも法定諸制度のもとで公表される情報をもとに、国民
一人一人が、これらの情報を自ら分析し、判断できるように
なることです。

そのための 1 つの処方箋として、私たちは会計の観点から
多角的、立体的に財政を捉えることが有力な方法であると考
えました。ここでいう「国民」とは、財政情報の受け手である
国民のみを指すわけではなく、財政を実際に運用する行政機
関とその職員も含んでいます。行政機関には意思決定主体で
ある中央省庁のみならず、執行機関である独立行政法人や、
国だけではなく地方公共団体なども含んでいます。

会計の観点から国の財政を分析した資料として、財務省が
作成・公表している「国の財務書類※1」があります。財務省は、
国の財政状況をより分かりやすく説明するために、法律の定
めによらず、公的機関の特殊性を踏まえた会計基準を設定し、
企業の財務諸表に相当する「国の財務書類」を作成・公表し
ています。「国の財務書類」等で、財政の全てが把握できるも
のではありませんが、会計に馴染みがある方々にとっては、
新たな気付きや議論の材料となる情報です。それは、国のみ
ならず、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体など、
あらゆる公的機関が公表している財務諸表も同様です。本稿
では、会計という視点から日本の財政を分析する1 つの手法

※1	「国の財務書類」として、一般会計のみを対象とした「一般会計財務書類」だけでな
く、連結対象法人（独立行政法人、特殊法人等）を含めた「連結財務書類」も作成・
公表している。

	 https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/index.htm

として、国の財務諸表の分析を紹介します。なお、文中の意
見に係る記載は筆者の私見であり、PwCあらた有限責任監査
法人および所属部門の正式見解ではないことをお断りします。

1 「国の財務書類」の概要

（1）「国の財務書類」の概要

「国の財務書類」は、主に「貸借対照表」「業務費用計算
書」「資産・負債差額増減計算書」の3つから構成されていま
す※2。「貸借対照表」は企業会計とほぼ同様の形態です。企業
会計における損益計算書は「業務費用計算書」と「資産・負
債差額増減計算書」の2つに分けて作成されています。この
内、「業務費用計算書」は費用に相当する行政コストに着目し
た書類であり、業務費用合計を示しています。一方、「資産・
負債差額増減計算書」は、業務費用合計から収益に相当す
る財源（租税等収入、社会保険料など）合計を控除した「超
過費用」を算出した上で、国の純資産額を直接増減させる資
産評価差額、為替換算差額等が計上されます。なお、「超過
費用」は、いわゆる当期純損失に相当するものであり、一会
計年度における全ての行政コストに対し、租税等収入、社会
保険料などの財源（収益）がどの程度不足しているかを示し
ています。

（2）「国の財務書類」による分析の有用性

ここで、国が公表している一般会計および特別会計の歳入
歳出決算と、「国の財務書類」とを比較してみましょう。
財務省ホームページによれば、一般会計の令和3年度歳入

決算額は169.4兆円、歳出決算額は144.6兆円です。一般会

※2	 この他に、キャッシュフロー計算書に相当する「区分別収支計算書」も含んだ財務書
類4表、およびこれらに関連する事項の附属明細書で「国の財務書類」は構成されて
いる。

PwCあらた有限責任監査法人　
財務報告アドバイザリー部　
ディレクター　園田 雅宏

インダストリーインサイト（10）

PwCあらた有限責任監査法人　
財務報告アドバイザリー部　
マネージャー　岩本 信吾

https://www.mof.go.jp/policy/budget/report/public_finance_fact_sheet/index.htm
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計は、国の財政の根幹であり、報道などでもよく取り上げら
れる部分です。国には、一般会計の他に、外国為替資金特
別会計、財政投融資特別会計、国債整理基金特別会計、年
金特別会計など13の特別会計があり、一般会計とこれら13
の特別会計の歳入決算額の単純合計額は625.0兆円、歳出
決算額の単純合計額は585.7兆円となります。またこの計数
は、会計間における繰入・受入を含んでおり、これらを控除
した国の実質的な財政規模を示す「決算純計」を公表してい
ます。この決算純計の歳入純計決算額は322.7兆円、歳出純
計決算額は285.3兆円となります。
決算純計は、会計年度内の収入金額および支出金額を示

すものであり、現金主義ベースの金額です。したがって、歳
入決算額には、企業会計においては負債の増加となる公債
金・借入金等の収入が含まれます。歳出決算額には、負債の
減少となる公債金・借入金返済の元本償還分や資産の増加
となる貸付金・公共事業（インフラ資産）の支出が含まれま
す。このため、単純に歳入純計決算額と歳出純計決算額と
を比較しても、それのみでは財政の実態を把握することは難
しいと言えます。
「国の財務書類」では、これらを会計的な観点から業務費
用（費用）、財源（収益）、資産の増減、負債の増減として説
明しています。決算純計から、資産・負債の増減に属するも
のを控除し、減価償却や経過勘定項目に係る調整等を行う
と、令和3年度の一般会計と13の特別会計の業務費用合計
180.1兆円に対し、財源合計は139.3兆円となり、超過費用
（いわゆる当期純損失）が▲40.8兆円生じていることとなり
ます。会計に馴染みのある方々にとっては、財源、費用、超
過費用という視点のほうが、国の歳入歳出決算の数値よりも
財政の実態を把握しやすいかもしれません。

2 会計的な視点から国の財政を考える

（1）近年の財政状況の推移

「国の財務書類」における業務費用、財源、超過費用（い
わゆる当期純損失）の経年推移から、近年の日本の財政状況
の推移を分析してみましょう（図表1）。
平成21年度には、超過費用が▲48.6兆円に悪化しまし

た。これは、平成20年度（2008年9月）に発生したリーマン
ショックを契機とした景気悪化による財源（税収、社会保険
料等）の落ち込みや、その対策として大規模な財政支出が行
われたことによる業務費用の増加が原因です。
また、平成22年度末（2011年3月）には東日本大震災が
発生し、平成23年度は、その復旧・復興への対応などのた
め、超過費用は▲43.4兆円と引き続き厳しい水準となりまし
た。
その後、政府はデフレからの脱却と持続的な経済成長を目
指し、大幅な金融緩和、機動的な財政出動、民間投資を喚起
する成長戦略を進めました。これによる景気回復の動きの広
がりおよび消費税率の引き上げによる税収増、厚生年金の保
険料率の引き上げによる社会保険料収入増により、平成30
年度には超過費用は▲15.3兆円までに回復しました。
しかし、令和2年度（2020年）は新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）への対応等により、業務費用が190.7兆円と
なり、超過費用は▲59.1兆円と過去最大となりました。令和
3年度も引き続き厳しい状況が継続しています。

（2）プライマリーバランスについて

ところで、政府の掲げる財政健全化指標の1つに「プライ
マリーバランス」があります。プライマリーバランスとは、「基
礎的財政収支」とも言われ、税収等で「政策的経費」のどの
程度を賄えているかを示すフローの指標です。また、プライ

図表1：業務費用、財源、超過費用の経年推移（単位：兆円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

財源合計   98.2   87.2   92.2   95.7   98.3  105.1  115.4

業務費用合計  124.0  135.8  133.8  139.1  137.9  139.6  138.3

超過費用（財源－業務費用） ▲25.8 ▲48.6 ▲41.7 ▲43.4 ▲39.5 ▲34.4 ▲22.9

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

財源合計  121.5  124.4  127.0  129.8  129.5  131.7  139.3

業務費用合計  143.2  144.5  145.0  145.1  149.8  190.7  180.1

超過費用（財源－業務費用） ▲21.7 ▲20.1 ▲18.1 ▲15.3 ▲20.3 ▲59.1 ▲40.8

出所：「国の財務書類」よりPwC作成
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マリーバランスは、SNA（国民経済計算）によって算定され
ており、国・地方を含めたフロー情報です。現状のプライマ
リーバランスは、地方が若干のプラス収支、国が大幅なマイ
ナス収支であり、国が極めて厳しい状況を踏まえれば、「国の
財務書類」で示す超過費用により財政を把握することに一定
の意味はあります。
ここで、企業会計の段階損益的な視点から見れば、プライ
マリーバランスは「支払利息を含まないため、営業利益的な
もの」であり、超過費用は「支払利息を含むため、経常利益
以下の損益に近いもの」と言えます。参考までに、令和元年

度、令和2年度、令和3年度の超過費用から支払利息を除い
て簡易的なプライマリーバランスの数字を示すと、令和元年
度が▲13.4兆円、令和2年度が▲52.7兆円、令和3年度が
▲34.6兆円であり、この数字からも、プライマリーバランス
の黒字化がなかなか難しいことが分かります。

（3）国の資産・負債について

次に「国の資産規模を見れば、日本の財政にはまだまだ余
裕がある」という見解について図表 2のデータをもとに検討
してみましょう。

図表2：貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書（単位：兆円）

▶貸借対照表

コロナ禍前 コロナ禍後 コロナ禍前 コロナ禍後

（資産の部） 令和元年度 令和2年度 令和3年度 （負債の部） 令和元年度 令和2年度 令和3年度

現金・預金 46.1 69.5 48.3 未払金等 12.1 12.1 12.1

有価証券 126.5 119.7 123.5 政府短期証券 77.5 92.8 88.3

たな卸資産 4.3 4.1 4.2 公債 998.8 1,083.9 1,114.0

未収金等 11.7 12.7 11.6 借入金 32.4 32.9 33.6

前払費用 4.2 3.7 3.3 預託金 5.9 7.1 10.4

貸付金 107.2 120.1 123.2 責任準備金 9.5 9.5 9.3

運用寄託金 113.2 112.6 113.7 公的年金預り金 121.2 121.8 122.3

その他の債権等 4.3 5.2 10.7 退職給付引当金等 6.3 6.1 5.8

貸倒引当金 ▲1.4 ▲1.6 ▲1.5 その他の負債 9.4 9.8 15.2

有形固定資産 188.7 191.3 193.4 負債合計 1,273.1 1,376.0 1,411.0

無形固定資産 0.3 0.4 0.4 （資産・負債差額の部）

出資金 76.3 83.4 93.3 資産・負債差額 ▲591.8 ▲655.2 ▲687.0

資産合計 681.3 720.8 723.9 負債および資産・負債差額合計 681.3 720.8 723.9

▶業務費用計算書

コロナ禍前 コロナ禍後

令和元年度 令和2年度 令和3年度

人件費 5.2 5.1 5.2

社会保障給付費 50.4 54.6 53.9

補助金・交付金等（注1）（注2） 53.9 85.3 78.5

持続化給付金等 － 7.2 1.1

地方交付税交付金等 19.8 19.4 22.4

減価償却費 5.1 5.1 5.4

支払利息 6.9 6.4 6.3

その他の業務費用 8.6 7.5 7.3

業務費用合計 149.8 190.7 180.1

（注1）補助金・交付金等には、地方公共団体や独立行政法人などへの委託費等、運営費交付金などが含まれている。
（注2）補助金・交付金等には、社会保障関係経費が令和元年度37.9兆円、令和2年度45.0兆円、令和3年度51.4兆円含まれている。
出所：「国の財務書類」よりPwC作成

▶資産・負債差額増減計算書

コロナ禍前 コロナ禍後

令和元年度 令和2年度 令和3年度

前年度末資産・負債差額 ▲583.4 ▲591.8 ▲655.2

本年度業務費用合計 149.8 190.7 180.1

租税等収入 62.2 64.9 71.9

社会保険料 55.1 55.2 56.3

その他 12.2 11.6 11.2

財源合計 129.5 131.7 139.3

超過費用（財源－業務費用） ▲20.3 ▲59.1 ▲40.8

上
記
以
外

資産評価差額 8.4 ▲1.5 ▲4.3

為替換算差額 ▲0.6 ▲4.2 12.5

公的年金預り金の変動に伴う増減 ▲0.4 ▲0.6 ▲0.5

その他資産・負債差額の増減 4.4 2.0 1.3

本年度末資産・負債差額 ▲591.8 ▲655.2 ▲687.0
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確かに貸借対照表には、令和3年度末時点において723.9
兆円もの資産が計上されています。しかしながら、これらの
資産のほとんどは負債として調達した資金が形を変えたもの
であるか、政策上直ちに換金処分することが難しいものです。
例えば「有価証券」は、為替介入によって取得した外貨証

券※3などであり、その調達原資は負債の「政府短期証券」で
す。「貸付金」は、地方公共団体や政策金融機関などへの財
政融資資金貸付金※4などであり、その調達原資は負債の「公
債」に含まれている財投債（財政投融資特別会計国債）です。
また、「運用寄託金」は、将来の厚生年金や国民年金の給付
に充てるために年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）
に運用寄託している資金ですが、これはそもそも国民から拠
出された資金の運用であり、同時に国民からの預り金が負債
に「公的年金預り金」※5として計上されています。このように、
「有価証券」「貸付金」「運用寄託金」は、仮に売却、換金処分
しても、その使途は調達原資の返済などに充てられる資産で
す。また、「有形固定資産」は、主に国道や堤防などの公共用
財産であり、「出資金」は、独立行政法人への出資金や国が
政策的に保有義務を負う株式であるため、現金化が想定で
きないものが相当程度含まれています。
このように、日本の財政状態については、冒頭の見解のよ
うに資産規模から単純に判断することはできません。
そもそも、資産・負債差額のマイナス（債務超過）が年々
拡大しているのは、多額の超過費用が発生しているためです。
そして、その主要因は、少子高齢化を背景とする社会保障関
係経費の増大という構造的な問題です。
社会保障については、令和元年度において、年金などの社

会保障給付費50.4兆円に補助金・交付金等に含まれる医療、
介護などの社会保障関係経費37.9兆円を合計すると88.3兆
円に上り、業務費用合計149.8兆円の約6割を占めていまし
た。そして令和2年度、令和3年度においては、新型コロナ
ウイルス感染症拡大（以下、コロナ禍）への対応も重なった
ため、99.6兆円、105.3兆円へと増加しています。
日本の財政が抱える根本的な問題は、現在の日本が債務

※3	 有価証券の大部分を占める外国為替資金特別会計の外貨証券は、その取得のため必
要となる財源を、主に政府短期証券の発行により調達している。したがって、資産に
計上されている当該外貨証券を為替介入（外貨売り・円買い）によって売却した場合
の収入は、原則として負債に計上されている政府短期証券の償還に充てられるもの
である。

※4	 貸付金の大部分を占める財政投融資特別会計の財政融資資金貸付金は、その財源は
財投債の発行により調達した資金や預託金で構成されている。したがって、資産に計
上されている財政融資資金貸付金の回収金は、原則として負債に計上されている財
投債の償還等に充てられるものである。

※5	 年金制度は、現役世代が納めた保険料をその時々の高齢者の年金給付に充てる仕組
み（「賦課方式」）を基本とした財政方式で運用されているため、「公的年金預り金」
以外の債務は計上していない。一方で、「将来の国民負担」という視点も踏まえ、公
的年金の財政均衡期間（おおむね100年間）における給付と財源を現価換算したもの
を「国の財務書類」において注記している。この場合、年金給付債務に相当する金額
は、厚生年金、国民年金の合計で1,330兆円に上る点には留意が必要である。

超過に陥っているという一時点の（ストックの）問題ではな
く、毎年の超過費用の発生が常態化し、これが債務超過を構
造的に増加させているというフローの問題です。さらに、そ
の超過費用がますます増加していること、また足もとの社会
情勢を見ると、その状況が短期的に改善される要因が見えな
いことが、日本の財政の持続可能性に不安をもたらしていま
す。このように、財政を、単年度の収支や一時点の財産や債
務の残高のみならず、動的に捉えて分析することは、会計主
体の継続性を前提とする会計ならではの観点と言えるでしょ
う。

（4）コロナ禍前後の変化

次に、コロナ禍が日本の財政にどのような構造的変化をも
たらしたのかを分析してみましょう（前掲図表2参照）。
コロナ禍前後では、特に、業務費用のうち補助金・交付金
等の増加が著しいと言えます。令和2年度はコロナ対応緊急
包括支援※6、国民1人当たり10万円を支給した特別定額給付
金、持続化給付金など、令和3年度はワクチン生産体制整
備※7（ワクチン購入等）、コロナ対応地方創生※8、子育て世帯
等特別支援※9などが主要因です。図表1の経年推移に示され
ているように、平成20年（2008年）リーマンショック、平成
23年（2011年）東日本大震災後、増加した業務費用の水準
は高止まりしています。租税等収入は増加傾向にあり、経済
回復が財政再建に必要であるのは違いありませんが、業務費
用のあるべき水準を冷静に見極めていくことが今後は重要で
す。
また、コロナ禍以前に比べ、資産である貸付金および出資
金が大幅に増加しています。これは、国がコロナ対策により
政策金融機関（日本政策金融公庫など）への貸付および出資
を行ったためです。今後、中小事業者等の資金繰りの悪化、
倒産により政策金融機関に生じうる貸倒れや債務保証による
損失は、政策金融機関の純資産の減少を通じて、結果的に
は国の貸借対照表に計上された出資金残高の減少として顕
在化するため、引き続き注視していくことが必要です。
そして、コロナ禍前後で公債残高がさらに増加しています。
現状は低金利のため支払利息は一定水準に抑えられている
ものの、今後の金融政策の動向による支払利息の増加は、財
政運営上の重要な懸念事項と言えるでしょう（詳しくは後述
します）。

※6	 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
※7	 ワクチン生産体制等緊急整備事業
※8	 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
※9	 子育て世帯への臨時特別給付金
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（5）多額の国債を日銀が保有していることについて

最後に、「国と日本銀行（以下、日銀）を一体として考えれ
ば、国の国債残高と日銀が保有する国債残高が相殺されるこ
とにより国債残高は減少するので、日本の財政には余裕があ
るのではないか」との意見について考えてみましょう。
日銀は、平成25年4月より「量的・質的金融緩和」を導入

しており、資産として保有する国債の残高は令和3年度末で
約530兆円に膨らんでいます。この点を捉え、国の債務であ
る国債のうち日銀が債権として保有する国債相当額は国の内
部の債権債務であり、国にとっては実質的に債務ではないか
ら、日本の財政には余裕があるのではないかとの意見があり
ます。
国と日銀を一体として考えるに当たっては、会計的な視点
から、これらの連結貸借対照表を考えてみるのがよいでしょ
う。図表 3では、実際に国と日銀の貸借対照表を合算し、日
銀が有価証券として保有する国債について、国の財務諸表の
負債として計上されている公債と相殺し、連結貸借対照表を
作成しました。すると当然のことですが、国債に代わって日
銀の負債の部に計上された「当座預金」（以下、日銀当座預金）
が負債に計上されるため、債務超過の状態は変わりません。
また、国の貸借対照表において計上されている保有国債約

1,200兆円のうちの約6割が10年以上の長期国債であり、日
銀が資産として保有する国債のほとんどが長期国債です。し
たがって、連結貸借対照表で見ると、国の発行している長期
国債は日銀の保有する長期国債と相殺されるため、残る国債
の割合としては相対的に短期国債の占める割合が大きくなり
ます。また、日銀当座預金は短期債務であり、現在も利払い
が発生（付利）しています。したがって、連結貸借対照表で
見ると、債務の平均償還年数が短縮化されている状況とも言
えます。短期債務は長期債務と比べて金利変動の影響をより
強く受けることから、仮に金利が上昇した場合、国単体で見
た場合よりも急激な金利負担の増加をもたらす可能性があり
ます。連結貸借対照表の分析に基づいて、このような金利変
動に対する脆弱性を指摘する見解もあります。
なお、現状は日銀の金融緩和政策により、市場金利は低い
状態で抑制されており、国が発行した国債の利息の支払額は
8兆円台で収まっています。仮に、今後、金利上昇局面になっ
た場合、単純計算で1％の金利上昇で12兆円（1,200兆円×
1％）の利息負担が増加することが見込まれます。また、日
銀においては、日銀当座預金の付利は、資産として保有する
国債金利よりもさらに低いため利益が生じており、当該利益
は国庫納付（令和3年度は1.3兆円）されています。しかし、

図表3：仮に日銀と連結した場合の貸借対照表

（借方） （貸方）

※純資産は 5 兆円弱

※国債：公債と政府短期証券の合計

● 日銀の当座預金は現在も利払いが発生しており、付利
の状況は金融政策次第

● 日銀保有の国債の大半は長期国債であるため、仮に統
合した場合、当座預金という短期負債に交換され、金
利変動に対する脆弱性をもたらすという見方もある

仮に連結した場合の貸借対照表（借方） （貸方）国の貸借対照表（令和3年度末）

（借方） （貸方）日銀の貸借対照表（令和3年度末）

国債
約530兆円

（長期国債が大半を占める）

その他資産

当座預金
約560兆円

その他負債

資産

負債超過

国債
約1,200兆円

（長期国債は約6割）

その他負債

資産

負債超過

国債
約670兆円

その他負債

当座預金
約560兆円

出所：PwC作成
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仮に今後、日銀当座預金における付利が上昇した場合、調達
金利の上昇により日銀の財務状況は悪化し、国庫納付が減
少することが見込まれます。
このように、現状は何とか抑えられている支払利息の財政
への負荷が、今後、大きく変化しかねない点にも留意する必
要があります。

3 おわりに

本稿では、会計的な視点からの国の財政の分析を紹介しま
した。なお、財務省は、本稿で紹介した「国の財務書類」の
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ようなマクロ的な情報に留まらず、個々の事業単位における
人件費などを含めたトータルのコスト（事業別フルコスト情
報）のようなミクロ的な情報の開示も行っています。マクロ
的情報、ミクロ的情報、いずれについても、会計が政府と国
民の対話の架け橋になることで、国民（財政を実際に運用す
る行政機関とその職員も含む）は財政について自分の目で正
しく判断できるようになり、予算・決算を管理会計的な発想
から立体的、直観的、有機的に捉えて財政運営できるように
なります。そのような将来を目指して、私たち会計プロフェッ
ショナルが、あらゆる公的機関と国民との架け橋を構築して
いかなければならないと考えています。
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はじめに――独禁法の企業結合規制が M&A
取引に与えるインパクト

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下、
独禁法）上、同法に定める株式取得等のM&A 取引（以下、企
業結合）が「一定の取引分野における競争を実質的に制限す
ることとなる場合」には、かかる取引は禁止されます※1。さら
に、一定規模以上の企業結合については、独禁法の執行機関
である公正取引委員会（以下、公取委）に対する事前届出義
務が課されています※2。直近 5 年度（平成 30 年度から令和4
年度まで）においては、毎年度おおむね 300 件程度の企業結
合案件が公取委に対して届け出られ、同委員会の審査を受け
ています※3。そのうち、寡占化が進んでいる市場におけるライ
バル同士の企業結合等、競争への影響が比較的強度とみられ
るような案件については、後述する経済分析を含む種々の専
門的な審査手法が用いられています。このような専門的な審
査手法が用いられるケースでは、公取委とのコンタクトを開
始してからクリアランス※4 を得られるまでの期間が長期化し、
これに伴ってM&A 取引の実行スケジュールが遅延し、競争法
上のいわゆるガン・ジャンピング防止の観点から取引実行の
準備にも制約が残り続ける事態となりかねません。さらには、
公取委側で種々の専門的な審査手法が用いられた結果、当事
会社の想定よりも厳しい心証が形成され、公取委の懸念を払
しょくするための問題解消措置の履行または企業結合自体の
断念を検討しなければならない事態も生じ得ます。

本稿では、まず公取委による企業結合審査の主題が何であ

※1	 例えば、株式取得について独禁法10条1項。その他、役員兼任、合併、共同新設分割、
吸収分割、共同株式移転、事業の譲受け等の取引形態についても同様の禁止規定が
存在します。

※2	 例えば、株式取得について独禁法10条2項。
※3	 例えば、令和4年度においては306件の届出がありました（公取委「令和4年度にお

ける企業結合関係届出の状況」https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/
jun/kiketsu/230628jbettenn1.pdf）。

※4	 当該企業結合について公取委が排除措置命令を行わない旨の通知が交付されること
（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定に
よる認可の申請、報告および届出等に関する規則9条）を指します。

るかについて簡単に紹介（後記	 	1		）したうえで、近時公取委
がその重要性を強調する傾向にある審査手法について実務対
応上のポイントを解説（後記	 	2		）します。なお、文中の意見
に係る記載は筆者の私見であり、PwC弁護士法人および所属
部門の正式見解ではないことをお断りします。

1 企業結合審査の主題は何か？

企業結合審査の主題は、当該企業結合について「一定の
取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」
に該当するか否かと言えます。「一定の取引分野」とは、競争
が行われる場（すなわち市場）のことを指し、案件ごとに「日
本全国における〇〇製品市場」といったように地理的範囲と
商品の範囲が画定されます（かかる検討のプロセスは「市場
画定」と呼ばれます）。そのように画定された市場において
「競争を実質的に制限することとなる」か否かが吟味される
ことになるところ、公取委の企業結合ガイドライン※5によれ
ば、それは「企業結合により市場構造が非競争的に変化して、
当事会社グループが単独で又は他の会社と協調的行動をと
ることによって、ある程度自由に価格、品質、数量、その他
各般の条件を左右することができる状態が容易に現出し得る
とみられる場合」を指します。あえて簡略化して述べれば、
値上げ、品質の引下げ、新製品の開発を遅滞させる等の行為
に出ても、競争者等からその顧客ないし利益が奪われないと
いう状態が当該企業結合によってもたらされると評価できる
場合には、競争を実質的に制限する懸念があると判断される
ものと考えられます。実際の審査においては、このような競

※5	 正式名称は、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」となります。
	 https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/shishin.html

独禁法の企業結合規制における審査手法
の展開と実務対応

PwC弁護士法人
弁護士　阪本 凌

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/kiketsu/230628jbettenn1.pdf
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/kiketsu/230628jbettenn1.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/shishin.html
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争制限に至るメカニズム（セオリー・オブ・ハーム※6と呼ば
れることがあります）の検証を通じて、「競争を実質的に制限
することとなる」か否かが判断されます。

図表 1は「ある市場で等しいシェアを占めていた4社のう
ち2社が合併」するというシンプルな設例ですが、このよう
なライバル同士の統合のケースで検討される典型的なセオ
リー・オブ・ハームが「企業結合後の恣意的な値上げ」で
す※7。統合後の市場シェアは50％となり、残る2社の競争者
との格差が大きくなることは、例えば競争者は競争よりも統
合会社の価格政策に追随することを選ぶ可能性が高まると
いった意味で、上記のセオリーを肯定する要素となります。
その一方で、セオリーを否定する要素が十分存在するケー
スもあり得ます。例えば、残る競争者の供給能力が十分大き
く、統合会社の値上げを受けて積極的な販売活動を行う等
により市場シェアの奪取が可能な場合です。また、新規参入
が容易であり、参入後短期間のうちに有力化するとみられる
事業者が存在する場合や、需要者の価格交渉力が非常に強

※6	 例えば、公取委「令和3年度における主要な企業結合事例」事例6や同「令和4年度
における主要な企業結合事例」事例7において、この語が用いられています。もっと
も、これにより従前と異なる新たな判断枠組みが提示されたわけではなく、この語を
明示的に用いるか否かにかかわらず競争制限に至るメカニズムの検証は行われるこ
とから、あくまで「適切で具体的な考察を促す」（白石忠志『独禁法講義		第10版』有
斐閣、2023年）ためのツールと受け止めれば良いものと考えられます。

※7	 このようなライバル同士の統合は水平型企業結合に分類されます。この他に、垂直型
企業結合（当事会社間に取引関係がある場合）や混合型企業結合（水平型・垂直型
のいずれにも該当しない場合）の類型があり、企業結合ガイドラインにおいては類型
ごとに検討されるセオリー・オブ・ハームや考慮事項が整理されています。本稿では、
紙幅の制約から、垂直型企業結合および混合型企業結合に関する事例等の紹介を割
愛しています。

い場合もあり得ます。実際に、合算市場シェアが50％超とな
るライバル同士の企業結合が無条件でクリアランスを獲得し
たケースは公表事例上もいくつか存在します※8。

2  近時重要視されている審査手法とこれに
対応する実務

事前届出義務を負う当事会社は、必要事項を記載した届
出書を、添付書類とともに公取委に提出しなければなりませ
ん。もっとも、これらの必要書類の記載事項は簡素なもので
あり、特に市場の実態に関する情報としては、市場シェアな
どごく限られた情報しか求められません。そのため、図表 1
で示したようなセオリー・オブ・ハームの検証を本格的に行
うべき案件においては、公取委が十分な裏付けをもって結論
を導くために必要な追加資料の提出が要請されることになり
ます。最もオーソドックスな情報提出のプロセスは、当事会
社が公取委から「お伺いしたい事項」と題する質問票を受領
し、これに回答するというものですが、後述のとおり、そこ
に加えて特殊な資料等の提出要請が加わることに注意が必
要です。

※8	 例えば、令和5年6月28日に公表された「令和4年度における主要な企業結合事例」
事例3では合算市場シェアが60％に、事例4では合算市場シェアが100％となるよう
なライバル同士の企業結合案件について、問題解消措置を伴わず無条件でクリアラ
ンスが出されています。ただし、これらの審査結果は、あくまで個別具体的な判断に
よるものであり、ライバル同士の企業結合案件一般について合算市場シェアが高い
ことは重視されていないとまではいえないことには注意が必要です。

図表1：「競争を実質的に制限することとなる場合」の検証プロセス

●  競争を実質的に制限するメカニズムのことを指す
●  ライバル統合の場合の典型例：
　結合後、恣意的な大幅値上げが容易に可能とならないか？

ある市場で等しいシェア
を占めていた4 社のうち
2 社が合併

セオリーを否定する要素
● 競争者の供給余力が十分
● 新規参入の可能性が十分
● 需要者の交渉力が強い、など
➡ 顧客流失が予想されるため

値上げは容易にできない？

セオリーを肯定する要素
● 統合後市場シェア50％
● 残る競争者は 2 社のみ、など
➡ 競争者との格差拡大により

顧客流出の懸念は低下？
 競争者は追随値上げを選択

するようになる？

設例 セオリー・オブ・ハームの検証

出所：PwC作成
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このような公取委による審査実務については、従前より企
業結合ガイドラインや個別案件について公表された審査結
果等を手掛かりとして断片的にその状況を把握するほかない
状況にありましたが、令和元年12月の企業結合ガイドライン
および公取委「企業結合審査の手続に関する対応方針」※9（以
下、対応方針）の改定を嚆矢として、近年は具体的かつ詳細
な内容が公表される傾向にあります。以下では、これらの公
表内容において近時公取委がその重要性を強調する傾向に
ある審査手法のうち、経済分析の実施、内部文書の検討、第
三者への意見募集の3つを取り上げ、かかる審査を受ける企
業結合の当事会社側での実務対応上のポイントを含めて解
説します。

（1）経済分析の実施

従前より、経済学等の知見に基づく専門的な分析結果が
公取委の審査の過程で考慮されたケースは、公表事例にお
いていくつも存在しています（かかる分析は、当事会社が専
門家と協働して行うものと、公取委側において独自に行う
ものの双方を含みます）。例えば、ライバル同士の統合によ
る「企業結合後の恣意的な値上げ」のセオリー・オブ・ハー
ムとの関係では、当事会社間で特に激しく競い合っていた関
係にある場合には、そうでない場合に比べてより結合後の値

※9	 公取委「企業結合審査の手続に関する対応方針」
	 https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/taiouhoushin.html

上げは容易化すると考えられています。そこで、当事会社間
すなわち各社の製品間の競争関係の強さを測るため、各社
の販売実績データに基づき、一方の製品の価格・数量の変
化が他方の価格・数量に影響を及ぼしたか否かを分析する
ことがあります※10。その他、価格や費用に関するデータを用
いてCMCR（Compensating	Marginal	Cost	Reduction）や
GUPPI（Gross	Upward	Pricing	Pressure	Index）といった指
標を算定し、企業結合後の値上げのインセンティブの有無を
検証する例もあります※11。
公取委は、このような経済分析の実施体制を強化する目

的で、令和4年4月に「経済分析室」を設置しました※12。同室
にはPh.Dを保有する職員が複数所属しているほか、コンサ
ルティングファームや大学研究者等への外部委託も積極化
することが企図されています※13。また、同年5月には「経済
分析報告書及び経済分析等に用いるデータ等の提出につい
ての留意事項」※14として、①当事会社側で経済分析報告書
を作成する場面に加えて、②公取委側で独自に経済分析を
実施する際に当事会社等に対してなされるデータリクエスト
に対応する場面について、それぞれにおける留意事項を公表

※10	 例えば、公取委「令和4年度における主要な企業結合事例」事例4
※11	 例えば、公取委「令和3年度における主要な企業結合事例」事例3
※12	 公取委「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて

−アドボカシーとエンフォースメントの連携・強化−」4.（4）
	 https://www.jftc.go.jp/dk/advocacy/220616digital_statement.pdf
※13	 塚田益徳「企業結合審査の当面の課題」公正取引876号5ページ（2023年10月）
※14	 公取委「経済分析報告書及び経済分析等に用いるデータ等の提出についての留意

事項」		https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/keizaibunseki.html

図表2：近時重要視されている公取委の審査手法

競争当局間の連携

経済分析の実施

内部文書の検討

第三者への
意見募集

同一案件を審査する他
の競争当局との間で意
見・情報を交換

● セオリー・オブ・ハームを裏付け得る記載に注意
例：取締役会等の会議体向け資料・議事録

 　　企業結合の効果等に関するレポート
 　　検討に関与した役職員の電子メール

● 経済学等の見地に基づく定量的・定性的分析
● 競争当局在籍のエコノミストが関与
● 販売実績・原価等の生データを徴求し、分析実施
　 例：GUPPI 等の指標算定、価格の相関性分析

● 需要者や競争者へのヒアリング または書面調査
● 近時公取委は Webサイト上での意見募集も多く活用

近時重要性が強調される傾向にある審査手法

●  公取委の審査手法は多様化・複雑化
●  クリアランス取得の難易度が高いケースでは、各種専門家の起用も含む
　適切な対応が必要

出所：PwC作成

https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/guideline/guideline/taiouhoushin.html
https://www.jftc.go.jp/dk/advocacy/220616digital_statement.pdf
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/keizaibunseki.html
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ける内部文書の提出に係る公正取引委員会の実務」を公表
し※19、その中で「迅速かつ的確な企業結合審査を実施する上
では、企業結合計画に関する正確な事実関係の把握が極め
て重要であり、内部文書は、そのための重要な資料の一つ」
であると述べるとともに、提出を求める内部文書の範囲・提
出時期・提出方法について詳細な実務内容を公表しました。
同文書が例示する内部文書は下表のとおりであり、多くの案
件で要請時点から遡って2年間程度分の資料提出が要請さ
れ、また、当事会社側で提出資料の選定を行う際にはその理
由や選定方法についての具体的な説明が必要とされていま
す※20。

●	 企業結合に関連する当事会社グループの取締役会等
の各種会議等で使用された資料や議事録等

●	 当事会社グループが、企業結合の検討及び決定に当
たり企業結合の目的・効果等について検討・分析した
資料や企業結合の検討を開始した経緯を示す資料

●	 企業結合の検討に関与した当事会社グループの役員
又は従業員の電子メール（企業結合に関するもの）

●	 企業結合の対象となる事業に係る組織・部署におけ
る、策定した事業計画や事業上の各種戦略又は事業
報告に関して作成した文書

●	 企業結合の対象となる事業に係る競争者・新規参入
者の事業計画・参入計画に関して当事会社が検討・
分析した際に作成した文書や競争者の範囲、競争力、
競合の程度についての当事会社の認識や評価を示す
資料

●	 企業結合の対象となる事業に係る商品・役務の価格、
数量又は市場研究、市場予測、市場調査等のマーケ
ティングに関する報告書（当事会社又は調査会社等
が作成したもの）

●	 当事会社グループの組織図、各組織・部署の業務内
容を示す資料及び従業員リスト（会社全体及び企業
結合に関連する一定の取引分野における商品・役務
の提供、価格決定又はマーケティングに従事する組
織又は部署ごと）

出所：公取委「企業結合審査における内部文書の提出に係る公正取引委員会の実務」

実際に、令和2年度以降に公表された審査結果の中では、
第1次審査で審査完了した案件や、デジタル分野以外の市場

※19	 公取委・前掲注16
※20	 公取委・前掲注16			「2　提出を求める内部文書の範囲」

しています。
上記①に関しては、分析に用いられたデータに関する説明
等の一般的に記載すべき事項を示すとともに、特に「計量経
済分析」や「理論モデルを用いた経済分析」等の類型別にそ
れぞれ特に留意すべき事項を列挙しています。
上記②に関しては、公取委がリクエストするデータの内容

は「販売実績データや月次の損益計算書等、一般に、関係
事業者等が投資家向けなどとして対外的に公表している財
務データ等の情報よりも詳細なもの」であり、「例えば、月次
データの場合、5年分以上の長期間のデータを求めることが
多い」とされています。公取委はそのような広範囲のリクエ
ストを実施する前に、期間等のスコープを限定したサンプル
データリクエストを実施する旨も対外的に明らかにしており、
実務上、かかるサンプルデータの提出状況に照らしてリクエ
スト対象事業者におけるデータの保有・管理状況（該当デー
タの有無や粒度）を確認し、どのような経済分析を実施する
か公取委側で検討する手順が踏まれる例が多いものと考えら
れます。この点に関しては、リクエストを受けた事業者が公
取委のリクエストに適合するデータを保有していない場面等
において、公取委が試みる経済分析を経ることなくクリアラ
ンスを得られるよう働きかける場面もあり得ます。公表事例
において、公取委が分析に必要とするデータの提出ができな
いため、異なるデータに基づく経済分析報告書を提出すると
いう対応がとられたケースが存在します※15。

（2）内部文書の検討

内部文書とは、取締役会資料等の事業者内部で作成・利
用された文書を指します※16。当事会社に対する内部文書の提
出要請は、従前より、特に第2次審査（届出受理後30日間実
施される第1次審査の結果、さらなる審査が必要と判断され
た場合に移行する審査段階のことを指します※17）に移行する
際に行われていたものの、当該企業結合の目的等を把握する
うえで内部文書を確認する必要性が高いケース（特にデジタ
ル分野の企業結合が念頭に置かれています）が想定されるこ
とを踏まえて、令和元年の対応方針改定時に、第2次審査案
件に限定せず、提出要請を行うことがある旨が明示されまし
た※18。
さらに、令和4年6月には、公取委は「企業結合審査にお

※15	 公取委「令和2年度における主要な企業結合事例」事例10
※16	 公取委「企業結合審査における内部文書の提出に係る公正取引委員会の実務」
	 https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/naibubunnsyo.html
※17	 なお、第2次審査に移行する案件の数は、近年では年に数件あるかどうかという程

度にとどまり、令和4年度において該当する案件はありませんでした（公取委・前掲
注3）

※18	 深町正徳編著『企業結合ガイドライン		第2版』（商事法務、2021年）379ページ

https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/naibubunnsyo.html
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に関する案件※21も含めて、公取委が当事会社グループに対
して取締役会等の各種会議で実際に使用された当該企業結
合に関する資料一式や議事録等について提出を求め、それら
の資料を精査したことを明記するケースがコンスタントに出
現しています。
例えば、	 	1		で触れた市場画定について、当事会社グルー

プの内部文書から読み取れる、各事業者が提供するサービ
ス間の競争関係に関する事実認識が参考とされた例がありま
す※22。また、当該案件において検討対象となったセオリー・
オブ・ハーム（	 	1		）の蓋然性を裏付けるような記載が発見さ
れた旨が明らかにされたケースも存在します※23。
以上にみるように、公取委は、当事会社グループの内部文

書を積極的に活用する傾向にあり、その提出要請に対応する
ためには相応の負担が想定されます（案件によっては提出資
料の収集等の場面でフォレンジックツールを活用することも
考えられます）。
また、外部環境に対する認識等について文書の作成主体
ごとに認識が異なっている場合も想定されるため、提出する
内部資料の記載内容が、他の提出資料の内容と整合してい
るか否かについても注意を要します。提出すべき資料の中に
ミスリーディングな記載が含まれていれば、提出時にその趣
旨を補足する等の工夫を行うことも十分検討に値します。

（3）第三者への意見募集

従前より、	 	2		（2）で触れた第2次審査に移行する際には、
その旨が公取委より公表されるとともに、当該案件について
第三者からの意見が募集されてきました※24。もっとも、令和
4年6月に、必要性が認められる限り、第2次審査に至らなく
とも同様の意見募集を行うとの姿勢が明示され※25、実際に同
年に2件、令和5年も本稿執筆時点までに2件の案件につい
て公取委ホームページ上にて情報および意見を募集する旨が
公開されています※26。なお、上述した公開の意見募集とは別
に、公取委が、当事会社にとっての需要者や競争事業者に対
して個別にコンタクト※27して、ヒアリングや書面調査（アン
ケート）を実施することも従前から行われてきました。

※21	 公取委「令和4年度における主要な企業結合事例」事例1
※22	 公取委「令和2年度における主要な企業結合事例」事例10および同「令和3年度に

おける主要な企業結合事例」事例6
※23	 公取委「令和2年度における主要な企業結合事例」事例10
※24	 対応方針4（1）および（2）。具体的には、公取委のホームページ上で当該事案の概

要を公表するとともに意見募集を行う旨が告知されます。
※25	 公取委・前掲注12「4.（1）」
※26	 もっとも、過去にも、第1次審査の段階から公取委のホームページ上で情報の募集

を開始したケースは存在しています（公取委「平成23年度における主要な企業結合
事例」事例2）。

※27	 公取委は、当事会社に対して、ヒアリング・書面調査の対象の候補となる事業者の
リストや、コンタクトインフォメーションの提出を求めることがあります。

以上のような手続を経て公取委に提出された意見や回答
の中に、当事会社の主張する内容と相反する内容が含まれる
場合には（例えば、当事会社が需要者の価格交渉力を主張し
たのに対して、かかる価格交渉力を否定する需要者自身から
の回答があった場合）、当事会社側での主張を裏付ける追加
的な資料提出等の対応が必要となり得ます。また、特に公取
委が質問内容を設定するヒアリングや書面調査については、
誘導・誤導により当事会社の認識から大きく乖離した回答が
導かれるおそれがあるため、質問事項（調査票）の開示を事
前に受けて、意見を述べる機会を公取委側に求めることも十
分検討に値します。

（4）公取委による各種資料等の提出要請への対応

以上のとおり、公取委が当事会社に対して種々の資料や情
報の提出を求めることがありますが、それらの要請は、あく
まで任意での提出を求めるものに過ぎません。もっとも、令
和4年6月に、公取委は、任意の情報収集が困難な場合には
必要かつ相当な範囲において、強制力のある独禁法上の調査
権限を行使するとの姿勢を明らかにしています※28。また実際
上、より早期のクリアランスを獲得するためにも、公取委か
らの要請には迅速に対応することが望ましいとも言えます。
なお、世界各国に売上高や資産が存在する当事会社が関
係する等の事情から、同一のM&A取引について複数の競争
当局への届出義務が発生し、公取委と並行して海外の他の
競争当局による企業結合審査を受けるケースがあります。そ
のようなケースにおいては、個別の案件に関する競争当局間
の情報交換が常態化しているとされており※29、公表事例にお
いても情報交換を実施した競争当局が列挙されていることが
あります※30。そのようなケースでは、各競争当局に対する説
明内容の整合性を維持する目的に加えて、公取委が他の競
争当局における審査状況を参考として追加的な審査（そこに
は上述した経済分析の実施や内部文書の提出要請等も含ま
れます）を行う可能性等を事前に把握するためにも、他の競
争当局での審査状況が公取委による審査対応を担当してい
る当事会社の担当者や専門家等にも適宜共有されるように

※28	 公取委・前掲注12の4.（2）において独禁法40条に基づく権限の行使について言及
があり、同条に基づく提出命令等に違反した場合には300万円以下の罰金が科され
ます（独禁法94条の2）。この他、独禁法47条に基づく調査権限を行使することも
可能と指摘され（白石忠志「令和3年度企業結合事例集等の検討」公正取引865号
27–28ページ）、同条に基づく提出命令等に違反した場合には1年以下の懲役又は
300万円以下の罰金が科されます（独禁法94条）。

※29	 塚田・前掲注13：5–6ページ
※30	 なお、当事会社や需要者等が提出した情報について公取委は守秘義務を負うため、

他当局への情報開示は、当該情報の提出元からウェイバー（秘密性の権利放棄）の
提出を受けることが前提となります（公取委「他の競争当局との情報交換のための
ウェイバー（秘密性の権利放棄）」https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/
waiver.html）。

https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/waiver.html
https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/waiver.html
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することが望ましいと言えます。

3 おわりに

当事会社が公取委に対して事前届出を実施すべき具体的
な時期については、法令上特段の制約は存在しません。もっ
とも、届出実施後に	 	2		で紹介した各種の審査手法が用いら
れることになった際には、第1次審査の審査期間（届出受理
後30日間）内の審査完了を見込むことは現実的に困難と言
えます※31。そのため、公取委により問題視される可能性が極

※31	 このような事態に直面した当事会社は、そのまま第2次審査に移行することを避け
るため、届出を一度取り下げ、後日再度届出を実施するという選択を採ることが可
能です（深町・前掲注18：377ページ）。

めて低いと見込まれるような案件を除いては、任意で申し出
ることが可能な公取委への届出前相談の機会を活用して、公
取委の担当官に対して案件の説明等を行い、届出受理後30
日以内にクリアランスが得られるとの見通しが得られた時点
で正式な届出に移行するという対応を検討することになりま
す。このような観点を踏まえて、公取委への接触前に、専門
家の関与のもと、クリアランス取得の難易度や公取委が実施
する審査の密度について事前評価したうえで審査に臨む態勢
を整えることが望ましいと言えます。
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はじめに
今回紹介するシェアードサービスセンターは、多くの欧米

企業が業務の効率化、安定化等の目的で利用していますが、
東南アジアの日本企業の子会社の間ではあまり利用されてい
ません。東南アジアでは、マレーシアをはじめとして、インド、
フィリピンなどにも欧米企業のシェアードサービスセンター
が林立しているにもかかわらずです。それはなぜでしょうか。
これは、日本企業が自前主義に固執している、あるいはこれ
までグローバルな視点で経営ができていなかったことに理由
があるのかもしれません。欧米企業が企業経営で実施してき
たことを日本企業が 10 年から20 年後に後追いしてきたとい
う過去の歴史を振り返ると、そろそろ日本企業もシェアード
サービスセンターの設置を考える時期に来ているのではない
でしょうか。また、本稿で論じていくマレーシアひいては東
南アジアの日本企業の子会社にとって、現在直面しているさ
まざまな問題点をうまく長期的に克服する特効薬になる可能
性もあると考えています。ここでシェアードサービスセンター
と筆者が定義しているのは、自社グループの中にシェアード
サービスセンターとしての業務を行うための子会社を設立し、
自社グループ内のバックオフィス業務を移管することです。
なお、文中の意見に係る記載は筆者の私見であり、PwCあら
た有限責任監査法人および所属部門の正式見解ではないこと
をお断りします。

1 マレーシアってどんな国？

マレーシアに赴任してから21年が過ぎましたが、いまだに
「マレーシアってどんな国？」という質問を多く耳にします。
観光地としてもビジネスを行う地としても、マレーシアとい
う国は日本では残念ながらあまり有名ではないようです。一
般的には、「シンガポールの隣にある東南アジアの国」など漠
然としたイメージしかないようです。まずはマレーシアにつ
いて簡単に紹介します。
マレーシアは「東南アジアの優等生」と呼ばれた時期もあ

るほど経済発展を遂げており、1人当たりGDPではASEAN
でシンガポール、ブルネイに次いで3位の国です（出所：
World	Bank,	World	Development	 Indicators	database）。
日本からは、東南アジアの一国として発展途上国という印象
があるかもしれませんが、国の分類としては先進国には入っ
ていないものの、都市部の生活圏は先進国並みのインフラを
備えています。クアラルンプールはガーデンシティとも呼ば
れ、緑豊かな熱帯雨林が街の中にも広がっている一方で、一
時は世界一の高さのビルとなったペトロナスツインタワーを
含め高層ビルも数多い、自然と都会が調和した美しい都市で
す。
また、マレーシアは多民族国家としても有名であり、ブミ
プトラと呼ばれるマレー系を中心にしたグループが人口の約
65％、残りは中華系が約25％、インド系が約10％弱と多く
の民族が調和し共存している国としても知られています。観
光地としてはペナンやマラッカといったユネスコ世界遺産と
なっている都市がある一方で、美しいビーチや熱帯雨林の
ジャングルも多い自然豊かな国です。中でも、日本からの観
光客が多く訪れる観光地としては、ランカウイ島などのビー
チリゾートやアジア最高峰のキナバル山が有名です。
産業としては天然ガスやパームオイルなどの天然資源輸

出などのエネルギー系事業が盛んであるとともに、多くの工

マレーシアにおける日本企業によるシェアード
サービスセンターの設置とその展望

PwCマレーシア
日系企業部門統括／監査部門
パートナー　杉山 雄一
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場があり工業化が進んでいます。日本企業の進出例としては、
伝統的に電子部品等の工場の進出が多く見られます。クアラ
ルンプール近郊やペナン近郊の工業団地には数多くの日本企
業が1980年代後半から90年代初頭にかけて進出し、現在は
初期投資の償却が済んだ安定した製造拠点として利用され
ているケースが多いようです。欧米企業では、シリコンバレー
の下請として多くの半導体関連の工場が、特にマレーシア北
部のペナン州やケダ州に進出しています。
他の東南アジア諸国に比べて政治的に安定しており、治安

が良く、親日的で英語も通じるという意味で、日本企業にとっ
て好ましい製造拠点と言えるでしょう。一方、労働者の賃金
はそれほど安くなく、また人口が3,300万人の小国であるこ
とから国内で労働者を調達、確保するのは容易ではありませ
ん。往々にして外国人労働者に依存する必要があり、その外
国人労働者採用のための政府の承認プロセスも複雑で時間
がかかるなどの問題があります。したがって、製造拠点の労
働者安定確保、低コストでの工場運営では他の東南アジア諸
国、例えばベトナムやインドネシアなどより見劣りする面は
あります。

2  マレーシアの日本企業の子会社および 
アジア地域統括会社における課題

上述したように、多くの日本企業がマレーシアに製造拠点
を構え始めたのが1980年代後半から90年代初頭です。現
在は、当時に入社したローカル従業員が50代半ばから後半
になっている会社が多く、頼りがいのある生え抜きのベテラ
ンローカル従業員が揃っている会社が多数存在します。そう
いった意味では今マレーシアにいる日本人駐在員は、ベテラ
ンローカル従業員に全面的に頼ることができ、一番楽ができ
る時代を経験していると言っても過言ではありません。一方、
そのベテランローカル従業員の後継となる中堅、若手ローカ
ル従業員が十分に育成されていないケースが多数見受けら
れます。日本人駐在員は従業員育成に関する問題意識を持
ちながらも、日々の業務に忙殺され、自身の駐在年数がそれ
ほど長期にわたらないことも相まって、中長期的な現地法人
の課題に十分に向き合えていないケースが散見されます。ま
た、これはマレーシアに限った話ではありませんが、若手ロー
カル従業員は、1つの企業に長期間在籍するというスタイル
ではなくなってきています。特に転職を重ねることで自身の
役職と給与をアップグレードしていく慣習のあるマレーシア
では、若手ローカル従業員を長期間在籍させることがより困
難になってきているように見えます（図表1）。

さらに、当地の日系企業では、長期間在籍したとしても、
ローカル従業員に対するキャリアパスが決まっていないこと
が多いので、従業員が頑張ったとしても現地会社の役員や社
長に昇進したり、本社マネジメントに就任したりする可能性
は高くありません。ローカル従業員としては、日系企業に長
期間在籍するというインセンティブが働きづらい結果、すぐ
辞めてしまう、もしくは勤務を継続するとしてもそれなりに
大過なく業務をこなすことが目的となるケースが多く見られ
ます。
一方、シンガポールを中心にアジアに地域統括会社を設置

している日系企業に目を向けてみましょう。筆者が見るとこ
ろ、本来、地域統括会社設立によって達成しようとした目的
に沿って活動できている会社は必ずしも多くはなく、役割達
成に苦労している状況のように思われます。地域統括会社の
方の悩みとしてよく耳にするのは、情報の質の均一性、タイ
ムリーさが各拠点の人材の優秀さに大きく依存し、一定の事
項を東南アジア各国で比較することや、そこから意思決定す
ることが難しいという点です。つまり、優秀なローカル従業
員を有する国の情報は分かりやすく、意思決定にも使えます
が、ローカル従業員のレベルがそれほど高くない場合は、時
として情報が不十分で、結果として意思決定に使えないとい
うことです。これは各拠点のローカル従業員の優秀さだけで
なく、各国が同様の問題に対して、それぞれ異なる管理シス
テム、フォーマットやレポートを用いて情報を管理している
ことも大きな理由であると言えます。

図表1：現在のマレーシア子会社の典型的な状況

会計、財務 人事
法務
コンプラ
イアンス

IT

ベテランローカル
従業員の退職問題

若手ローカル
従業員が定着
しない

子会社
（マレーシア）

出所：PwC作成
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3  欧米企業のマレーシアにおけるシェアード
サービス

従来は請求書発行等を含む会計財務、人事、コンプライア
ンス、IT、顧客サービスなどの業務は各国の現地法人ごとに
行うことが一般的でした。東南アジアの日本企業の子会社に
おいては、いまだにこのスタイルが主流であるように見受け
られます。一方、上記のような業務は業務の国際化に伴い標
準化されてきており、各地でのローカル規制対応等の部分は
若干あるにせよ、多くの業務が一拠点でまとめてできるよう
になってきています。
マレーシアは英語が堪能な人材が多いことに加え、中国語

（北京語、広東語など）を話せる中国系マレーシア人、タミー
ル語、ヒンディ語を操るインド系マレーシア人がいます。ま
た、マレー語とインドネシア語は極めて類似していることか
ら東南アジアでも最も多言語を操れる国ということで、2000
年代初頭から多くの欧米企業がマレーシアで世界もしくはア
ジア地区の会計財務、コンプライアンス、人事、IT、顧客サー
ビスなどの業務を集約したシェアードサービスセンターを設
立しています。その数は500を大きく超えると言われていま
す（出所：The	Malaysian	Reserve、2021年5月3日）。
これにより、シェアードサービスセンターを別子会社とし
て設立した欧米企業は、多くの国のグループ会社の管理業務
をマレーシアで一極集中して行うことにより、各地のローカ
ルスタッフの退職等による業務の中断等もなく、管理対象業
務の効率化を図り、結果として情報の均一化を図ることがで
きています。従来は各国で行っていた会計監査などもマレー
シアでかなりの部分が実施できるため、グローバルでの会
計監査の効率化や費用削減にも寄与している会社もありま
す。私たちのクライアントでもマレーシアに設立した子会社
のシェアードサービスセンターに、多くの海外子会社の会計
監査業務を移管しているケースが数多くあります。この場合
は、グループ監査はマレーシア以外の拠点も含めて、監査を
実施した拠点の監査結果をPwCマレーシアから親会社所在
地のPwCメンバーファームに報告するだけで済み、大幅な工
程削減が見込めます。また各地の法定監査等はそれぞれの
拠点地のPwCメンバーファームからの指示に従った作業結
果を拠点地のPwCメンバーファームに報告後、当該拠点地
のPwCメンバーファームで必要なレビュー、現地対応のため
の追加作業などを実施し、拠点地のPwCメンバーファーム
が監査報告書を発行するという流れになります。

4  戦略的な子会社管理、地域統括会社のサポー
トのためのシェアードサービスセンター

シェアードサービスセンターの設立は、最終的にはグルー
プの管理コスト削減に長期的に寄与します。しかし、筆者と
しては単にコスト削減手段として考えるのではなく、転換期
にあるマレーシアを含めた東南アジアもしくは世界の複数の
子会社を戦略的に管理することを目的に利用するべきである
と考えています。

（1）経営管理ならびに経営意思決定のための情報の均質化

今、世界の企業を巡る情勢はかなりのスピードで様変わり
しており、経営管理および経営意思決定を素早く適切に行
うことは、企業経営にとって重要な課題です。このためには
マネジメントが求める情報が即時に提供できる体制となって
おり、情報の質が要求水準を満たしていることが重要となり
ます。グループ内にグループ会社の特定の管理業務等を実
施するシェアードサービスセンターを設立することで、同じ
指揮命令系統の監督下にあるチームが業務処理を行うため、
必要な情報を収集する際には均質化された情報をタイムリー
に入手できるようになります。

（2） 地域統括会社のサポート機能としてのシェアードサー
ビスセンター

世界中で事業を行っている日系企業において、全ての重要
な経営意思決定を日本の本社で行うのは、スピーディな意思
決定の観点から問題があります。また、地域ごとの特性を勘
案した決定を行う必要があります。この点で適切に本社から
権限移譲された地域統括会社（東南アジアであれば、シンガ
ポールに設置している会社が一番多く、次に多いのがバンコ
クであると思われます／出所：ジェトロシンガポール事務所
「アジア大洋州地域における日系企業の地域統括機能調査報
告書」2020年5月）が意思決定するのは非常に重要になると
思います。上述したように現在は地域統括会社に集まる経営
管理や経営意思決定のために必要な情報の質が一定の水準
に達していない状況が多いことから、シェアードサービスセ
ンターの利用によって地域統括会社が質の高い情報提供を
行うといったサポート役を果たせると思われます。

（3）プロフェッショナルな従業員の確保によるリスク低減

上述したとおり、マレーシアをはじめ東南アジア諸国の日
系企業では、ベテランローカル従業員の大量定年退職を間
近に控え、次世代の頼れるローカル従業員を育成することが
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標を明確にすることが必要です。前述したように、往々にし
てコスト削減を目標にするとうまくいかないことが多いと言
われています。業務効率化、品質向上などを大目的として、
さらにその目的を詳細化する必要があります。コスト削減は
それらが達成された後の副産物として得られると考えるべき
でしょう。

（2）業務の標準化

各拠点の類似した業務をできるだけ標準化する必要があ
ります。各拠点の声を聞くことは大切ですが、各拠点の現在
の業務をそのままシェアードサービス拠点に移管しただけで
は業務効率化、品質向上などの目的は達成できません。ロー
カル対応の部分は詳細に議論し、本当に必要な部分だけを残
すべきです。

（3）強いリーダーシップとトレーニングの徹底

業務の標準化を進める際にはグループ内からの抵抗が予
想され、グループ全体を明確な目標達成に向かわせるために
は、シェアードサービスセンターのプロジェクトを進める強
いリーダーシップが必要です。その意味では、本プロジェク
ト担当者については通常の日本企業の人事配置サイクルより
長いスパンでの人事政策を講じるのがよいでしょう。また、
担当者がプロジェクトの目的と業務に精通していることが成
功のカギとなるため、特に立ち上がり期においては十分なト
レーニングが必要です。

図表2：シェアードサービスセンターを設置した場合の東南アジアグループ会社のイメージ

会計、
財務

法務
コンプラ
イアンス

IT

子会社
（インドネシア）

子会社
（ベトナム）

子会社
（タイ）

子会社
（フィリピン）

本社（日本）

事業子会社は製造、販売などの本業に集中し、
バックオフィス業務はSSC（シェアードサービス
センター）子会社に基本的には依頼

子会社
（マレーシア）

SSC子会社
（マレーシア）

地域統括子会社
（シンガポール）

人事

出所：PwC作成

喫緊の課題となっています。同時に、若手ローカル従業員は
なかなか会社に定着しないという問題を抱えているのが、多
くの日系企業の実情でしょう。もちろん、できるだけ若手ロー
カル従業員が定着するように、さまざまな施策を考え、それ
らを実践していくことは有効な手段です。しかし現実問題と
して、若手ローカル従業員が一定の割合で退職していくのは
避けられないでしょう。シェアードサービスセンターでも当
然従業員の退職はある程度発生しますが、業務の標準化を
行い、複数国での同様の業務を同時にこなしていく形になる
ため、各国でローカル従業員がそれぞれの管理業務に従事し
ている場合に比べ、退職の影響を受けない体制を構築できる
ようになります。

5  シェアードサービスセンターを設置する際
の留意点

上記のようにシェアードサービスセンターの設置は、東南
アジアで日本企業の子会社が直面する課題を抜本的に解決
できる可能性がありますが、一方、その整備と運用を間違う
とコストだけ発生して、それに相応するベネフィットが享受
できなくなります。一般的には、以下のような点に留意する
必要があると思われます。

（1）目的の明確化

シェアードサービスセンターの設置により、達成すべき目
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（4）ITインフラの確保

一定のボリュームの業務を効率的に処理するには、それに
対応できるITインフラが必要です。東南アジア諸国の日本企
業の子会社は十分なITインフラがないことが多いため、各社
に導入する場合に比べ、ITインフラのコストを合理的に抑制
できると考えられます。

（5）各拠点との作業範囲と責任の明確化

グループ内の各拠点との作業範囲と責任を明確化しない
と、各拠点とシェアードサービスセンターとの間で無用なコ
ンフリクトや重複した作業が発生したり、不測の事態が発生
した際に、誰が責任を負うかが不透明になったりします。こ
うした問題を防ぐためにも、サービス契約を締結すべきです。

（6）目標達成の適時管理と業務範囲の変更

上記（1）で設定した目標が工程表に基づいて達成されて
いるか、達成されていないとしたら何が課題か等を定期的に
モニタリングし、目標達成に向けて必要に応じて対応を調整
していくことが大切です。また、外部環境の変化等に応じて
業務範囲、内容等を適時に変更していく必要があります。

（7）十分なコミュニケーションのための体制構築

多拠点間のコミュニケーションは電子メールやウェブ会議
になることがほとんどですが、定期的に十分なコミュニケー
ションが取れるように週次、月次などの会議を設定し、お互
いの認識に齟齬が発生しないようにします。時には、対面の
ミーティングを企画するなどして、チームの一体感を高める
ことも重要です。

（8）情報のリスク管理体制の構築と徹底

シェアードサービスセンターにはグループの重要な情報が

集積するため、これらの情報が一部滅失したり、流出したり
しないように、バックアップ体制も含め、十分な対策を講じ
る必要があります。

6 おわりに

筆者はマレーシアで長年、監査実務を行っていますが、
ローカルの多くの同僚が数多くのシェアードサービスセン
ターの設立支援や会計監査業務で忙しく働いているのを見て
います。また同僚たちからも「なぜ日本企業は東南アジアで
シェアードサービスセンターを積極的に取り入れないのか？」
とよく問われます。その理由は各社さまざまでしょうが、い
ずれにせよ各拠点に全てのファンクションを有した現在の経
営スタイルが、今後も有効な形で長期間にわたり維持できる
とは到底思えません。
もちろんシェアードサービスセンターも万能というわけで

はありません。	5		で言及したような事項に十分留意して体制
を整備・運用しなければ、努力が水泡に帰す可能性もありま
す。しかしながら、欧米企業がシェアードサービスセンター
を設置することで業務の効率を大幅に向上させており、シェ
アードサービスセンターが日本企業の東南アジア子会社が直
面しているいくつかの問題を解決する有効な処方箋となり得
ることを踏まえると、日本企業の本社は今後の東南アジアに
おける子会社運営、管理の施策として積極的に取り組むべき
です。マレーシアにおいても、外資の誘致は従来型の製造業
に対するものからサービス業へと徐々にシフトしてきていま
す。日本企業がマレーシアにシェアードサービスセンターを
設立することでその流れがさらに加速し、日本企業とマレー
シアがWin-Winの状況になることを、マレーシアに長期間駐
在する者として希望しています。

杉山 雄一（すぎやま ゆういち）

PwCマレーシア　日系企業部門統括／監査部門　パートナー
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マレーシア会計士協会（MIA）会員、マレーシア公認会計士協会（MICPA）
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ルクセンブルク 又木 直人 Naoto	Mataki +352-621-333-735 naoto.m.mataki@pwc.com

スイス 藤野 仁美 Hitomi	Fujino +41-79-693-3109 hitomi.f.fujino@pwc.ch

ベルギー 横山 嘉伸 Yoshinobu	Yokoyama +32-473-910230 yoshinobu.yokoyama@pwc.com

チェコ・スロバキア・ハンガ
リー・ポーランド・ウクライナ 山崎 俊幸 Toshiyuki	Yamasaki +420-733-611-628 toshiyuki.x.yamasaki@pwc.com

米州

カナダ 北村 朝子 Asako	Kitamura +1-604-806-7101 asako.kitamura-redman@pwc.com

米国 椎野 泰輔 Taisuke	Shiino +1-347-326-1264 taisuke.shiino@pwc.com

メキシコ 志村 博 Hiroshi	Shimura +52-1-55-6965-6226 hiroshi.s.shimura@pwc.com

（2023年11月1日現在）

日本企業の海外事業支援の詳細はWebをご覧ください。
https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization.html

https://www.pwc.com/jp/ja/issues/globalization.html
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